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【えん堤左岸トレンチの堆積物】

褐色砂質シルト層
・色調5YR4/6～7.5YR5/4。

黄褐色シルト層
・色調10YR5/6～7.5YR5/4。

明褐色土壌
・色調7.5YR5/6～4/6。

赤褐色土壌
・色調5YR4/8～2.5YR4/6（赤褐色部），7.5YR5/3～10YR5/4

（淡色部）。
・明瞭なトラ斑あり。赤褐色部と淡色部の割合は同程度。

赤色土壌
・色調2.5YR4/8～10R4/6(赤色部)，

7.5YR5/3～10YR5/4（淡色部）。
・トラ斑あり。赤色部が卓越し，淡色部は少ない。
（トラ斑を伴う赤色土壌は，松井・加藤（1965），成瀬（1974），

阿部ほか（1985），Nagatsuka, S. and Maejima, Y. (2001)，赤
木ほか（2003）等によれば，下末吉期の温暖な気候下で形
成されたと考えられ，いずれも高位段丘を識別する重要な
特徴とされている。）

シルト質砂礫層
・基質はシルト質な細～中粒砂。
・径0.5～5cmの亜角～亜円礫を5～10%含む。
・礫は安山岩くさり礫からなり，軟質である。

←N S→

S-1

テフラの年代（町田・新井，2011）

AT：2.8万～3万年前
K-Tz：9.5万年前

AT

K-Tz

AT
（K-Tz混在）

AT
（K-Tz混在）AT

（K-Tz混在）

T1
T2 T3 T4

安山岩（均質）
安山岩（均質）

シルト質砂礫層

赤色土壌

赤褐色土壌

明褐色土壌

黄褐色シルト層

褐色砂質シルト層

シルト質砂礫層

←N
S→

北壁面 南壁面

S-1

断層（地表に投影）

トレンチ

高位段丘Ⅰb面

高位段丘Ⅰa面

位置図

2m0

えん堤左岸トレンチ

高位段丘Ⅰa面

高位段丘
Ⅰa面

高位段丘Ⅰb面
・えん堤左岸トレンチの堆積物（シルト質砂礫層）は，明瞭な海成段丘面（高位段丘Ⅰa面）
の基盤岩直上に分布している。

・礫の形状は亜角～亜円礫主体である。

写真（えん堤左岸トレンチ 東壁面）

スケッチ（えん堤左岸トレンチ 東壁面）

コメントNo.80の回答

火山灰分析結果は，
補足資料5.3-1(2)
P.5.3-1-80～81
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5.3.1（3）敷地内断層上に分布する海成堆積物の認定 －露頭観察結果－

○礫の形状の肉眼観察の結果，No.2トレンチ，35m盤トレンチ，駐車場南東方トレンチの堆積物の礫は，陸成堆積物に比べて，
円磨が進んでいることが確認された。

○このことを定量的な指標により確認するため，これら３箇所から採取した礫について，P.318と同じ手法により，解析ソフト
ImageJによって計測を行った（次頁）。

○一方，えん堤左岸トレンチの堆積物は，これまで石英粒子を含むことから海成堆積物と判断していたが，礫の形状については
陸成堆積物との明確な差異が認められなかったことから，海成堆積物として扱わないこととした。

コメントNo.80の回答

調査地点
礫の形状

その他の産状
円礫 亜円礫 亜角礫 角礫

中位段丘Ⅰ面 No.2トレンチ ・層理が認められる。

高位段丘Ⅰa面

35m盤トレンチ

駐車場南東方トレンチ
・扁平な礫が海側に傾斜した覆瓦状構造
（インブリケーション）が認められる。

えん堤左岸トレンチ

海
成
堆
積
物

中位段丘Ⅰ面 安部屋表土はぎ
・層理が認められる。
・穿孔貝の穿孔痕が認められる。

現海浜

敷地北方の礫浜
・扁平な礫が海側に傾斜した覆瓦状構造
（インブリケーション）が認められる。

敷地前面海岸

敷地南方の砂浜
・層理が認められる。
・貝殻片を含む。

陸
成
堆
積
物

古期扇状地 生神南部
・扁平な礫が陸側に傾斜した覆瓦状構造
（インブリケーション）が認められる。

開析谷

事務本館前トレンチ
・堆積物中に約6千年前の14C年代値を示す
木片を含む。

No.1トレンチ
・堆積物中に年代の異なる火山灰が混在し
ている。

現河床

神川（本流）

神川（支流）

小浦川

円～亜角礫

亜円～亜角礫主体で円礫も混じる

亜円～円礫

亜円～亜角礫

角～亜角礫

角礫

角～亜円礫

角～亜円礫主体で一部に円礫を含む

角礫

亜円～亜角礫

亜円～亜角礫主体で円礫も混じる

亜円～円礫

亜角～亜円礫
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○肉眼観察の結果，陸成堆積物に比べて円磨が進んでいることが確認されたNo.2トレンチ，35m盤トレンチ，駐車場南東方トレン
チの堆積物について，それぞれ採取した礫を解析ソフトImageJによって計測を行った。

○その結果，No.2トレンチ，35m盤トレンチ，駐車場南東方トレンチの堆積物の礫の平均真円度は0.77以上であり，本地域の海成
堆積物と同程度に円磨が進んでいることが確認された。

コメントNo.80の回答

【礫の形状の計測結果】

中位段丘Ⅰ面

開析谷

古期扇状地

敷地前面海岸B（122）

敷地前面海岸C（111）

敷地前面海岸D（115）

神川本流（81）

神川支流（96）

小浦川（132）

安部屋表土はぎ（21）

No.1トレンチ（34）

事務本館前トレンチ（24）

生神南部（48）

現海浜

現河床

高位段丘Ⅰa面

No.2トレンチ（17）

駐車場南東方トレンチ（38）

35m盤トレンチ（10）

写真撮影

【解析の流れ】

ImageJでの礫の形状解析

ab面 ac面

○したがって，No.2トレンチ，35m盤トレンチ，駐車場南東方トレンチの堆積物は，海成堆積物であると判断される。

凡 例
（括弧内の数字は試料数）

円
い

い
び
つ

扁平 扁平でない

5.3.1（3）敷地内断層上に分布する海成堆積物の認定 －礫の形状の定量的な評価－

No.2トレンチ

駐車場南東方トレンチ

35m盤トレンチ

No.2トレンチ

駐車場南東方トレンチ

35m盤トレンチ

礫の形状の計測データは補足資料5.3-1(9)

ab面の真円度の値と，ab面，ac面における楕円
近似の短径長径比を測定。
ただし，ab面における長径(a)＋中間径(b)の値，
ac面における長径(a)＋短径(c)の値のいずれか
が10㎝未満の礫については，平均真円度，平均
中間径長径比，平均短径長径比の計算に含め
ない。 平均真円度（ab面）と平均短径長径比（c/a）の関係図

（三次元的な形状を表す）
平均真円度（ab面）と平均中間径長径比（b/a）の関係図

（ab面の二次元的な形状を表す）
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5.3.1（4）堆積物の年代評価 －MⅠ・HⅠa段丘堆積物－

11 9
7e 7c 7a

5e

5a5c

敷地北方
ピット

安部屋表土はぎ

S-2･S-6
No.2トレンチ

35m盤トレンチ

駐車場南東方
トレンチ

（約21m）

段丘面内縁

旧汀線高度

テフラの年代
（町田・新井，2011）

K-Tz：9.5万年前
SK：10.5万年前

SK（10.5万年前）

海水準変動曲線

海
水

準

○No.2トレンチの堆積物は，中位段丘Ⅰ面を構成する海成堆積物（MⅠ段丘堆積物）であり，段丘面前縁において被覆層であ
る赤褐色土壌の下部にSK（10.5万年前）が確認されたことから，SK降灰直前の高海面期であるMIS5e（約12～13万年前）に
堆積したと判断できる。

○35m盤トレンチ及び駐車場南東方トレンチの堆積物は，高位段丘Ⅰa面を構成する海成堆積物（HⅠa段丘堆積物）であり，
MIS5eの旧汀線高度より高い標高に分布することから，約12～13万年前より古い高海面期に堆積したと判断できる※。

SK降灰直前の
高海面期

中位段丘Ⅰ面，高位段丘Ⅰa面の模式断面図

第788回審査会合 資料１
P.143 一部修正

※ 能登半島南西岸において推定される具体的な隆起速度を用いた検討結果は補足資料5.3-1(6)



5.3.1 上載地層法に用いる地層（まとめ）

○No.2トレンチの堆積物は，中位段丘Ⅰ面を構成する海成堆積物（MⅠ段丘堆積物）であり，MIS5e（約12～13万年前）に堆積した
と判断される。

○35m盤トレンチ及び駐車場南東方トレンチの堆積物は，高位段丘Ⅰa面を構成する海成堆積物（HⅠa段丘堆積物）であり，約12
～13万年前より古い高海面期に堆積したと判断される。

○したがって，約12～13万年前以前に堆積した地層（MⅠ段丘堆積物，HⅠa段丘堆積物）が確認できるNo.2トレンチ，35m盤トレ
ンチ及び駐車場南東方トレンチにおいて，上載地層法による評価を行う。
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なお，35m盤トレンチの堆積物については，コメントNo.90を踏まえ，トレンチ周辺の地形や堆積物の分布状況
について検討を行い，上載地層としての妥当性の確認を行った（P.352～358）。

No.2トレンチ
（P.324,325）

35m盤トレンチ
（P.326）

駐車場南東方トレンチ
（P.327,328）

えん堤左岸トレンチ
（P.329）

堆積物の
分布の特徴

中位段丘Ⅰ面の基盤岩直上
に分布する

高位段丘Ⅰa面の基盤岩直上に分布する

礫の肉眼
観察結果

礫の円磨が進んでいる 礫の円磨が進んでいない

礫の平均
真円度

0.77以上
（本地域の海成堆積物と同程度）

－

海成堆積物
の認定結果

海成堆積物であると判断される
海成堆積物の特徴が

認められない

MISとの対比による
年代評価はできない

MIS5e（約12～13万年前）
に堆積したMⅠ段丘堆積物

MIS5e（約12～13万年前）より
古い高海面期に堆積したHⅠa段丘堆積物

上載地層法による評価を行う

堆積年代
の評価

位置図

35m盤トレンチNo.2トレンチ

駐車場南東方トレンチ

えん堤左岸トレンチ
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5.3.2 S-1



5.3.2 S-1の上載地層法による評価

○高位段丘Ⅰa面に位置する駐車場南東方トレンチにおいて，
S-1を確認した。

○駐車場南東方トレンチには，約12～13万年前以前に堆積した
地層であるHⅠa段丘堆積物が分布する。

○S-1が分布する基盤岩の直上に，約12～13万年前以前に堆
積した地層が確認できることから，駐車場南東方トレンチにお
いて，S-1の上載地層法による評価を行った。
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評価地点 記載頁

駐車場南東方トレンチ P.336～339

位置図

２号機 １号機

駐車場南東方トレンチ

評価地点

断層（EL-4.7m）

■上載地層法による評価



○S-1の活動性評価を行うため，高位段丘Ⅰa面を判読した位置において，トレンチ調査（駐車場南東方トレンチ）を実施した。

○駐車場南東方トレンチにおいて，幅5～10cmの固結した破砕部及びフィルム状の粘土状破砕部からなるS-1を確認。

○基盤の安山岩（角礫質）の上位には，下位からHⅠa段丘堆積物(1)～(3)，赤色土壌（礫混じり），赤色土壌，赤褐色土壌が分布
する。

○S-1は基盤直上のHⅠa段丘堆積物（約12～13万年前以前に堆積した地層）に変位・変形を与えていない。

5.3.2 S-1 駐車場南東方トレンチ －概要－

断層及び調査位置図（基図は旧地形の段丘面分布図）

断層（地表に投影）

トレンチ

中位段丘Ⅰ面

高位段丘Ⅰb面

高位段丘Ⅰa面

トレンチ調査
（駐車場南東方トレンチ）
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第788回審査会合 資料1
P.169 再掲



西壁面

東壁面

底盤
S-1

S-1

安山岩（角礫質）

HⅠa段丘堆積物(1)

赤色土壌（礫混じり）

赤色土壌

赤褐色土壌

埋土

安山岩（角礫質）

火山礫凝灰岩

砕石

アスファルト

安山岩（角礫質）

安山岩（角礫質）

火山礫凝灰岩

安山岩（角礫質）
安山岩（角礫質）

火山礫凝灰岩HⅠa段丘堆積物(2)

HⅠa段丘堆積物(1)

赤色土壌（礫混じり）

赤褐色土壌

埋土
埋土

砕石

アスファルト

P3 P2

P1K-Tz K-Tz

N51°W/77°NE
（走向は真北基準）

N51°W/77°NE（走向は真北基準）

南
壁
面

←S N→

埋
土

砕
石

ア
ス
フ
ァ
ル

ト

赤
褐
色
土
壌

赤
色

土
壌

（
礫

混
じ
り
）

H
Ⅰ

a段
丘

堆
積

物
(1
)

安
山
岩
（
角
礫
質
）

赤
色
土
壌

北
壁
面

ア
ス
フ
ァ
ル

ト

砕
石

埋
土

安
山
岩
（
角
礫
質
）

H
Ⅰ

a段
丘

堆
積

物
(1
)

赤
色

土
壌

（
礫

混
じ
り
）

赤
褐
色
土
壌

赤
色
土
壌

テフラの年代（町田・新井，2011）

AT：2.8万～3万年前
K-Tz：9.5万年前

火山灰分析試料
採取位置（P1～P3）

HⅠa段丘堆積物(3)

遊離酸化鉄分析・火山灰分析結果
・赤色土壌について実施した遊離酸化鉄分析の結果，
能登半島の赤色土壌の分布範囲に含まれている。
（補足資料5.3-1(4) P.5.3-1-128参照）

・火山灰分析の結果，P2，P3において，赤褐色土壌の上
部からK-Tzが認められる。

赤褐色土壌
・色調5YR4/6～2.5YR4/6（赤褐色部），7.5YR5/8（淡色
部）。
・水平方向のトラ斑あり。赤褐色部と淡色部の割合は
同程度。

赤色土壌
・色調5YR4/6～2.5YR4/8(赤色部)，7.5YR5/8（淡色
部）。

・トラ斑あり。赤色部が卓越し，淡色部は少ない。
赤色土壌（礫混じり）
・基質は砂混じりシルト質粘土。
・色調5YR4/6(赤色部)，7.5YR5/8（淡色部）。
・主に上部にトラ斑あり。
・径3～25cmの安山岩亜円～円礫を20～30%含む。
・径10cm以下の礫は砂粒子とともにくさり礫化し，軟質
であり，それ以上の礫は半くさり礫である。

HⅠa段丘堆積物（1）
・砂礫層からなり，基質は中～粗粒砂であり，砂粒子の
間隙をシルト～粘土分が充填する。
・径2～10cmの安山岩亜円～円礫を50～70%含み，最
大40cmの礫が混じる。
・礫は全体に円磨されており，硬質である。
・基質の砂粒子は，一部の礫とともにくさり礫化し，軟
質である。
・南壁面において，礫の長軸は西側に傾斜し，西側か
らの水流を反映するインブリケーションを示す。

HⅠa段丘堆積物（2）
・砂礫層からなり，基質はシルト質細～中粒砂である。
・径2～5cmの安山岩亜円～円礫を30～50%含み，最大
15cmの礫が混じる。
・礫のほとんどは砂粒子とともにくさり礫化し，軟質であ
る。

HⅠa段丘堆積物（3）
・シルト質細～中粒砂からなる。

S-1
・S-1は，走向・傾斜N51°W/77°NE（走向は真北基
準）で，幅5～10cmの固結した破砕部及びフィルム状
の灰褐色～褐色を呈する粘土状破砕部からなり，穴
水累層の岩盤の上面まで認められる。

・S-1は，基盤直上のHⅠa段丘堆積物に変位・変形を
与えていない。

HⅠa段丘堆積物(2)

HⅠa段丘堆積物(1)
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次頁西壁面拡大写真

次々頁東壁面拡大写真

スケッチ（展開図）

【スケッチ（展開図）】

○上載地層との関係を詳細に観察した結果，S-1は基盤直上のHⅠa段丘堆積物に変位・変形を与えていない（次頁，次々頁）。

5.3.2 S-1 駐車場南東方トレンチ －S-1と上載地層の関係－

HⅠa段丘堆積物(3)

第788回審査会合 資料1
P.170 再掲



338西壁面拡大写真 西壁面拡大写真（S-1等を加筆）

←S N→ ←S N→

穴水累層
安山岩（角礫質）

S-1

穴水累層
安山岩（角礫質）

HⅠa段丘堆積物（1）

赤色土壌（礫混じり）

赤色土壌

埋土

赤褐色土壌

【西壁面拡大写真】

主せん断面

不明瞭な主せん断面

第788回審査会合 資料1
P.171 再掲



東壁面拡大写真 東壁面拡大写真（S-1等を加筆）

←N S→

S-1

穴水累層
安山岩（角礫質）

穴水累層
安山岩（角礫質）

HⅠa段丘堆積物（2）

HⅠa段丘堆積物（1）

赤色土壌（礫混じり）

赤褐色土壌

埋土

←N S→

HⅠa段丘堆積物（3）

【東壁面拡大写真】

339

主せん断面

不明瞭な主せん断面

第788回審査会合 資料1
P.172 再掲
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5.3.3 S-2・S-6



5.3.3 S-2・S-6の上載地層法による評価

○中位段丘Ⅰ面に位置するNo.2トレンチにおいて，S-2・S-6を
確認した。

○No.2トレンチには，約12～13万年前に堆積した地層である
MⅠ段丘堆積物が分布する。

○S-2・S-6が分布する基盤岩の直上に，約12～13万年前に
堆積した地層が確認できることから，No.2トレンチにおいて，
S-2・S-6の上載地層法による評価を行った。

341

２号機 １号機

No.2トレンチ

位置図

断層（EL-4.7m）

評価地点 記載頁

No.2トレンチ P.342～345

評価地点

■上載地層法による評価
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5.3.3 S-2・S-6 No.2トレンチ －概要－

中位段丘Ⅰ面

中位段丘Ⅰ面

No.3
No.1

No.2トレンチ

調査位置図（基図は旧地形の段丘面分布図）

○S-2・S-6の活動性評価を行うため，中位段丘Ⅰ面を判読した位置において，トレンチ調査（No.2トレンチ）を実施した。

○No.2トレンチにおいて，幅5～40cmの固結した破砕部及び幅フィルム状～2mmの粘土状破砕部からなるS-2・S-6を確認。

○基盤の安山岩（均質）及び安山岩（角礫質）の上位には，下位からMⅠ段丘堆積物，赤褐色土壌が分布する。

○S-2・S-6は基盤直上のMⅠ段丘堆積物（約12～13万年前に堆積した地層）に変位・変形を与えていない。

断層（地表に投影）

第788回審査会合 資料1
P.197 再掲
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←W E→

No.2トレンチスケッチ（展開図）

埋土

埋土

赤褐色土壌

埋土

安山岩（角礫質）
安山岩（均質）

S-2・S-6

安山岩（角礫質）安山岩（均質）

安山岩（角礫質）

安山岩（均質）

S-2・S-6

0 2m

北面

底盤

南面

MⅠ段丘堆積物

MⅠ段丘堆積物

K-Tz

テフラの年代（町田・新井，2011）

K-Tz：9.5万年前

K-Tz K-Tz

Ａ．北面調査箇所

Ｂ．南面調査箇所

N25°W/68°SW
（走向は真北基準）

赤褐色土壌
・ 色調5YR4/8及び7.5YR5/6，ごく一部でトラ斑が認められる。
・ シルト質粘土からなる。よく締まっており，中程度の亜角塊状土壌構造が認められる。

MⅠ段丘堆積物
・砂礫層からなり，色調は7.5YR5/8～10YR5/8で， 基質はシルト質中～粗粒砂であり，径5～
20cmの安山岩亜円～亜角礫を25～50％含む。また，最大80cmの礫がわずかに混じる。上部
20～40cm間では，比較的小さな径（2～8cm程度）の礫を40～60％含む。径5cm以下の礫はク
サリ礫化が進む。

・ よく締まっており，強い指圧でわずかに跡が残る。一部で白色細粒物（ギブサイト）が認められ
る。

・ 径数mm～10cm以下の礫等からなる層理が複数認められる。
S-2・S-6
・西側の安山岩（均質）と東側の安山岩（角礫質）の境界に位置する。
・走向・傾斜N25°W/68°SW （走向は真北基準）で，幅5～40cmの固結した破砕部及び幅フィル
ム状～2mmの明褐色～明褐灰色を呈する粘土状破砕部からなる。

・S-2・S-6は基盤直上のMⅠ段丘堆積物に変位・変形を与えていない。

火山灰分析（TE2-3上) 火山灰分析（TE2-2上) 火山灰分析（TE2-1上)

火山灰分析（TE2-1下)

火山灰分析（TE2-2下)

火山灰分析（TE2-3下)

N25°W/68°SW
（走向は真北基準）

赤褐色土壌

MⅠ段丘堆積物

埋土

固結した破砕部

凡 例

穴水累層 安山岩（角礫質）

穴水累層 安山岩（均質）

主せん断面（粘土状破砕部を伴う）

不明瞭な主せん断面（粘土状破砕部を伴わない）

5.3.3 S-2・S-6 No.2トレンチ －S-2・S-6と上載地層との関係－

○上載地層との関係を詳細に観察した結果，S-2・S-6は基盤直上のMⅠ段丘堆積物に変位・変形を与えていない（次頁，次々頁）。

【火山灰分析結果】
・赤褐色土壌中から，K-Tz（9.5万年前）が認められる。

第788回審査会合 資料1
P.198 再掲
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S-2・S-6上部付近拡大写真

0 20cm

安山岩（均質）

MⅠ段丘堆積物

安山岩

（角礫質）

A.北面調査箇所

S-2・S-6

←W E→

S-2・S-6

拡大写真範囲

A.北面調査箇所（礫，構造等を加筆）

0 10cm

←W E→

【北面拡大写真】

・S-2・S-6付近の岩盤上面（図中青点線）の凹部には，MⅠ段丘
堆積物が入り込むように堆積している。

・凹部を挟んで両側のMⅠ段丘堆積物の基底は，ほぼ同じ高さ
である。

・ S-2・S-6直上のMⅠ段丘堆積物中には，せん断面は認められ
ない。

・ S-2・S-6上方のMⅠ段丘堆積物中には，堆積構造（図中黄点
線）が認められ，この堆積構造に乱れは認められない。

礫

堆積構造

岩盤上面

主せん断面

不明瞭な主せん断面

第788回審査会合 資料1
P.199 再掲



345

←E W→

Ｂ．南面調査箇所

MⅠ段丘堆積物

安山岩

（均質）

安山岩

（角礫質）

Ｂ．南面調査箇所（礫，構造等を加筆）

0 20cm S-2・S-6

S-2・S-6上部付近拡大写真

←E W→

0 10cm S-2・S-6

拡大写真範囲

【南面拡大写真】

・ S-2・S-6付近の岩盤上面（図中青点線）の凹部には，MⅠ
段丘堆積物が入り込むように堆積している。

・凹部を挟んで両側のMⅠ段丘堆積物の基底は，ほぼ同じ高
さである。

・ S-2・S-6直上のMⅠ段丘堆積物中には，せん断面は認めら
れない。

・ S-2・S-6上方のMⅠ段丘堆積物中の凹部には，西側の岩
盤面に対してアバットする堆積構造（図中黄点線）が認めら
れ，この堆積構造に乱れは認められない。

礫

堆積構造

岩盤上面

主せん断面

不明瞭な主せん断面

第788回審査会合 資料1
P.200 再掲
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5.3.4 S-4



5.3.4 S-4の上載地層法による評価

○高位段丘Ⅰa面に位置する35m盤トレンチにおいて，S-4を
確認した。

○35m盤トレンチには，約12～13万年前以前に堆積した地層
であるHⅠa段丘堆積物が分布する。

○S-4が分布する基盤岩の直上に，約12～13万年前以前に
堆積した地層が確認できることから，35m盤トレンチにおい
て，S-4の上載地層法による評価を行った。

347

２号機 １号機

位置図

35m盤トレンチ

断層（EL-4.7m）

評価地点 記載頁

35m盤トレンチ P.348～361

評価地点

■上載地層法による評価



断層（地表に投影）

348

5.3.4 S-4 35m盤トレンチ －概要－

高位段丘Ⅰa面

S-4 トレンチ

待避所

高位段丘Ⅰa面

35m盤トレンチ

高位段丘
Ⅰa面

調査位置図（基図は旧地形の段丘面分布図）

35m盤トレンチ 北面スケッチ

赤褐色土壌

赤色土壌

人工改変部

主せん断面

HⅠa段丘堆積物

不明瞭な主せん断面

火山灰分析
35mtr(1)

火山灰分析
35mtr(2)火山灰分析

35mtr(3)

安山岩（角礫質）

S-4

○S-4の活動性評価を行うため，高位段丘Ⅰa面を判読した位置において，トレンチ調査（35m盤トレンチ）を実施した。

○35m盤トレンチにおいて，幅2～20cmの固結した破砕部及び幅フィルム状～3cmの粘土状破砕部からなるS-4を確認。

○基盤の安山岩（角礫質）の上位には，下位からHⅠa段丘堆積物，赤色土壌，赤褐色土壌が分布する。

○S-4は基盤直上のHⅠa段丘堆積物（約12～13万年前以前に堆積した地層）に変位・変形を与えていない。

←W E→

スケッチ位置（北面）

テフラの年代（町田・新井，2011）

K-Tz：9.5万年前

第788回審査会合 資料1
P.236 再掲

35m盤トレンチ全体の写真・スケッチは補足資料5.3-4（1）



←N S→

模式断面図

底盤１

底盤２

安山岩（角礫質）

HⅠa段丘堆積物

赤色土壌

赤褐色土壌

人工改変部

35m盤トレンチ(A)

トレンチ概要図

3
5
m

盤
ト

レ
ン

チ
(B

)

スケッチ範囲

←N S→

断面位置（下図）

E
→

←
W

S-4断層

スケッチ（展開図） 349

北面

S-4
断層

人工改変部

安山岩（角礫質）

底盤１

小法面

底盤２

南面

次頁拡大スケッチ

HⅠa段丘堆積物

・本トレンチには，S-4の他にS-4に斜交する断層が認められる。S-4に斜交する断層は，
底盤にてS-4に切られており，さらに基盤直上のHⅠa段丘堆積物にも変位・変形を与
えていない（P.359～361）。

5.3.4 S-4 35m盤トレンチ －S-4と上載地層との関係－

○上載地層との関係を詳細に観察した結果，S-4は基盤直上
のHⅠa段丘堆積物に変位・変形を与えていない（次頁，
次々頁）。

第788回審査会合 資料1
P.237 再掲
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安山岩（角礫質）

HⅠa段丘堆積物

赤色土壌

人工改変部

S-4

←W E→

35m盤トレンチ（B）北面 拡大スケッチ

（地質境界等を加筆）

←W E→

S-4

左写真範囲

次頁拡大写真範囲

赤色土壌

HⅠa段丘堆積物

安山岩（角礫質）

【S-4】
S-4は，走向・傾斜N30°E/64°NW（走向は真北基準）で，幅2～10cmの固結
した破砕部及び幅フィルム状～3cmの灰褐～明褐色を呈する粘土状破砕部
からなる。
北面においてタマネギ状風化に伴う割れ目が形成され，断層トレースが不明
瞭となっている。S-4は，法面の上部において2条に分岐し，西側の破砕部は
岩盤中で消失する。東側の破砕部は岩盤の上面まで追跡でき，岩盤を覆う
HⅠa段丘堆積物に変位・変形を与えていない。

主せん断面

不明瞭な主せん断面

HⅠa段丘堆積物

【写真・拡大スケッチ（北面）】

不明瞭な主せん断面（粘土状破砕部を伴わない）

35m盤トレンチ（B）北面 写真

←W E→

S-4

第788回審査会合 資料1
P.238 再掲
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【拡大写真（北面）】

岩盤上面付近 拡大写真（S-4等を加筆）

安山岩（角礫質）

HⅠa段丘堆積物

赤色土壌

0 20cm
S-4

不明瞭な主せん断面
S-4

岩盤上面付近 拡大写真

第788回審査会合 資料1
P.239 再掲

←W E→←W E→
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5.3.4 S-4 35m盤トレンチ （補足1） 35m盤トレンチの堆積物について －調査内容－

200m0

調査位置図
（1985年撮影，縮尺8,000分の1の空中写真を用いて作成した旧地形図）

凡 例

志
賀
原
子
力
発
電
所

右図
範囲

位置図

35m盤トレンチ

1'

1

35m盤トレンチ
地形断面図

1'1

コメントNo.90の回答

○35m盤トレンチは，高位段丘Ⅰa面の縁辺付近に位置することから，当該箇所において比較的植生の少ない空中写真を用いて
詳細に地形判読を行った（次頁，次々頁）。

○35m盤トレンチに分布する堆積物が，約12～13万年前より古い高海面期に堆積した海成段丘堆積物（HⅠa段丘堆積物）である
と評価したことについて，その評価の妥当性を確認するため，35m盤トレンチの位置する高位段丘Ⅰa面周辺のボーリングコア
及び35m盤法面において，堆積物の分布状況等について確認を行った（P.355～358）。

35m盤法面

ボーリング孔

法面表土はぎ

35m盤トレンチ周辺の堆積物調査箇所

No.2トレンチ

35m盤トレンチ

35m盤法面
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5.3.4 S-4 35m盤トレンチ （補足1-1） 35m盤トレンチの周辺地形の詳細確認
コメントNo.90の回答

○35m盤トレンチの周辺地形について，当該箇所において比較的植生が少ない1975年撮影（縮尺10,000分の１）の写真を用いて，
空中写真判読を行った。

○地形判読の結果，35m盤トレンチの周辺には，平坦面が広がりをもって分布していることから，この平坦面に分布する堆積物に
ついて，調査範囲を広げて確認を行うこととした。

国土地理院撮影の空中写真（1975年撮影，縮尺10,000分の1）
35ｍ盤トレンチ及び35m盤法面位置を加筆

整理番号 CCB-75-18

コース番号 C36

写真番号 1，2

撮影年月日 1975年9月1日

撮影縮尺 1/10,000

国土地理院撮影の空中写真

（実体視できるように2枚の写真を横に並べた）
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コメントNo.90の回答

地形図（1975年撮影，縮尺10,000分の1の空中写真より作成）
ボーリング・トレンチ等の位置を加筆

ボーリング孔

法面表土はぎ

35m盤トレンチ

35m盤トレンチ

35m盤法面

40

35
30

25

20

25

25 30
35

40

45

45
50

50

30

20

20

25

35
40

45

50
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5.3.4 S-4 35m盤トレンチ （補足1-2）35m盤トレンチ周辺の堆積物の分布状況

○35m盤トレンチに分布するHⅠa段丘堆積物は，他の地点に比べて厚さが薄く，西側に傾斜して分布している（下写真・スケッチ）。

○この堆積物の分布の広がりを確認するために周辺のボーリングコア（B-12.7S孔，C-11.5S孔，D-11.8S孔，D-12孔）を確認したと
ころ，当該エリアは35m盤に整地されたことにより人工改変を受けており，堆積物は取り除かれていた（次頁）。

○しかしながら，C-13孔には堆積物（シルト）が認められたことから，人工改変の影響を受けておらず堆積物が残存する可能性の
ある，35m盤法面の表土はぎ調査を行い，堆積物の分布状況の確認を行った（次々頁）。

コメントNo.90の回答

写真 （35m盤トレンチ（B） 北面）
S-4

安山岩（角礫質）

HⅠa段丘堆積物

赤色土壌

赤褐色土壌

人工改変部

←W E→

断層

←W E→

安山岩（角礫質）

HⅠa段丘堆積物

赤色土壌

赤褐色土壌

人工改変部

スケッチ （35m盤トレンチ（B） 北面）

N30°E/64°NWN40°W/66°SW
S-4断層

火山灰分析
35mtr(1)

火山灰分析
35mtr(2)

火山灰分析
35mtr(3)

（走向は真北基準）

テフラの年代（町田・新井，2011）

K-Tz：9.5万年前

位置図

主せん断面

HⅠa段丘堆積物

不明瞭な主せん断面

35m盤法面

赤褐色土壌
・色調5YR4/6～7.5YR5/8，弱いトラ斑を伴う。
・中程度の角塊～亜角塊状土壌構造が認められる。

赤色土壌
・色調5YR4/6～7.5YR5/8，トラ斑を伴う。
・中程度の角塊状土壌構造が認められる。

（トラ斑を伴う赤色土壌は，松井・加藤（1965），成瀬（1974），阿部ほか
（1985），Nagatsuka, S. and Maejima, Y. (2001)，赤木ほか（2003）等によれば，
下末吉期の温暖な気候下で形成されたと考えられ，いずれも高位段丘を識
別する重要な特徴とされている。）

HⅠa段丘堆積物
・砂礫層からなる。基質はシルト質細粒砂であり，礫は亜円～亜角礫を主体
とし，円礫も混じる。
・礫は半クサリ化している。

【35m盤トレンチ】

写真・スケッチ
位置（北面）B-12.7S

C-11.5S
D-11.8S

D-12

C-13
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コメントNo.90の回答

コア写真（C-13孔 深度0～3m）

【35m盤トレンチ周辺のボーリングコア】

コア写真（D-12孔 深度0～3m）

岩盤（深度2.40m～）の上位に堆積物（シルト）が認められる

岩盤（深度0.30m～）の上位には表土のみ認められる

コア写真（B-12.7S孔 深度0～3m）

岩盤（深度0.40m～）の上位には盛土のみ認められる

コア写真（C-11.5S孔 深度0～9m）

岩盤（深度5.95m～）の上位には盛土のみ認められる

コア写真（D-11.8S孔 深度0～6m）

岩盤（深度5.30m～）の上位には盛土のみ認められる

深度(m) 深度(m) 深度(m) 深度(m)

深度(m) 深度(m)

深度(m) 深度(m)深度(m) 深度(m)

柱状図等のデータは，データ集１，２，３

岩盤上面深度

C-11.5S孔（孔口標高35.15m，傾斜60°）

D-11.8S孔（孔口標高35.21m，傾斜45°）

B-12.7S孔（孔口標高35.19m，傾斜60°）

D-12孔（孔口標高31.98m，鉛直）

C-13孔（孔口標高41.02m，鉛直）
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○35m盤法面の表土はぎ調査の結果，岩盤の凹地を埋めるように分布する堆積物を
確認した。

○この堆積物の礫は，安山岩亜円～亜角礫主体であり，円礫も混じる。礫の形状の定
量的な指標に基づく検討（次頁）の結果，海成堆積物であると判断される。

○また，この堆積物の分布標高は，高位段丘Ⅰa面に位置する35m盤トレンチと同程度
であることから，この堆積物は35m盤トレンチと同時期に堆積したHⅠa段丘堆積物
であると判断される。

コメントNo.90の回答

位置図

写真・スケッチ位置（35m盤法面）

←N S→

←N S→

安山岩（角礫質）HⅠa段丘堆積物

安山岩（均質）

HⅠa段丘堆積物

HⅠa段丘堆積物
基質は細～中粒砂からなり, にぶい黄褐色～明褐色(10Y5/3～7.5YR5/6)を呈する砂礫層。
径3～35cmの安山岩礫を40～60％以上含み, 礫同士が接した礫支持構造が認められる。
亜円～亜角礫を主体とし，円礫も混じる。礫は半クサリ礫化している。基質は良く締まって
おり，指圧であとが残らない。一部は半固結している。

【35m盤法面 堆積物の調査結果】

スケッチ（35m盤法面）

写真（35m盤法面）

○35m盤トレンチの周辺において，高位段丘Ⅰa面を構成する海成堆積物（HⅠa段丘
堆積物）が広がりをもって分布していることが確認できたことから，35m盤トレンチの
HⅠa段丘堆積物を上載地層法による評価に用いることができると判断した。

5.3.4 S-4 35m盤トレンチ （補足1-2）35m盤トレンチ周辺の堆積物の分布状況 －35m盤法面表土はぎ－

35m盤法面全体の写真・スケッチは補足資料5.3-4（2）



358

○35m盤法面の堆積物について，P.318と同じ手法により，礫の真円度と楕円近似の短径長径比を計測した結果，他の地点の
海成堆積物と判断した堆積物と同様に平均真円度は0.77以上であり，陸成堆積物と比べて円磨が進んでいる。

○また，近接して位置する35m盤トレンチの堆積物と，真円度，短径長径比ともに同程度の値を示す。

○したがって，35m盤法面及び35m盤トレンチの堆積物は，礫の形状が類似しており，ともに海成堆積物であると判断される。

コメントNo.90の回答

35m盤法面35m盤法面

35m盤
トレンチ

35m盤
トレンチ

【礫の形状の計測結果】

凡 例
（括弧内の数字は試料数）

円
い

い
び
つ

扁平 扁平でない

中位段丘Ⅰ面

開析谷

古期扇状地

敷地前面海岸B（122）

敷地前面海岸C（111）

敷地前面海岸D（115）

神川本流（81）

神川支流（96）

小浦川（132）

安部屋表土はぎ（21）

No.1トレンチ（34）

事務本館前トレンチ（24）

生神南部（48）

現海浜

現河床

高位段丘Ⅰa面

No.2トレンチ（17）

駐車場南東方トレンチ（38）

35m盤トレンチ（10）

35m盤法面（31）
写真撮影

【解析の流れ】

ImageJでの礫の形状解析

ab面 ac面

礫の形状の計測データは補足資料5.3-1(9)

ab面の真円度の値と，ab面，ac面における楕円
近似の短径長径比を測定。
ただし，ab面における長径(a)＋中間径(b)の値，
ac面における長径(a)＋短径(c)の値のいずれか
が10㎝未満の礫については，平均真円度，平均
中間径長径比，平均短径長径比の計算に含め
ない。

平均真円度（ab面）と平均短径長径比（c/a）の関係図
（三次元的な形状を表す）

平均真円度（ab面）と平均中間径長径比（b/a）の関係図
（ab面の二次元的な形状を表す）



←N S→

模式断面図

底盤１

底盤２

安山岩（角礫質）

HⅠa段丘堆積物

赤色土壌

赤褐色土壌

人工改変部

35m盤トレンチ(A)

トレンチ概要図

3
5
m

盤
ト

レ
ン

チ
(B

)

スケッチ範囲

←N S→

断面位置（下図）

E
→

←
W

S-4断層

スケッチ（展開図） 359

北面

S-4
断層

人工改変部

安山岩（角礫質）

底盤１

小法面

底盤２

南面

次々頁拡大写真

HⅠa段丘堆積物

5.3.4 S-4 35m盤トレンチ （補足2）S-4に斜交する断層について

○本トレンチには，S-4に斜交する断層が認められる。

○S-4に斜交する断層は，底盤にてS-4に切られており，さらに
基盤直上のHⅠa段丘堆積物にも変位・変形を与えていない
（次頁，次々頁）。

次頁拡大写真

【S-4に斜交する断層】
・断層は，走向・傾斜N40°W/66°SW （走向は真北基準）で，主に幅2～10cmの固結した

破砕部からなり，内部に塑性流動状の構造が認められる。主せん断面は褐色～黄灰色
安山岩と赤褐～赤灰色安山岩の岩相境界となっているが大部分で密着している。また，
底盤２において，S-4に切られている。

・北面の上部で低角度の割れ目が形成され，断層トレースが不明瞭となっている。断層は，
岩盤の上面まで追跡でき，基盤直上のHⅠa段丘堆積物に変位・変形を与えていない。

コメントNo.91の回答



360S-4との交差部 拡大写真
（下は断層等を加筆）

5.3.4 S-4 35m盤トレンチ （補足2）S-4に斜交する断層について －S-4との切り合い関係－

←W E→

S-4に斜交する断層 底盤写真（下は断層等を加筆）

←W E→

拡大写真
範囲

・S-4と斜交する断層は，褐～黄灰色
安山岩と赤褐～赤灰色安山岩の岩
相境界となっている。

・S-4との交差部では，S-4が連続して
直線的に連続するのに対して，S-4
に斜交する断層はS-4の主せん断面
に沿って分布するレンズ状の固結し
た破砕部の縁に沿って，見かけ左に
約10cm変位している。

・また，主せん断面の変位とともに，断
層に伴う岩相境界や固結した破砕部
も，同様に見かけ左に約10cm変位し
ている。

○S-4に斜交する断層は，底盤においてS-4に切られている。

コメントNo.91の回答

安山岩
（褐～黄褐色）

安山岩
（赤褐～赤灰色）



361

5.3.4 S-4 35m盤トレンチ （補足2）S-4に斜交する断層について －上載地層との関係－

←W E→

断層

赤色土壌

HⅠa段丘堆積物

主せん断面

S-4に斜交する断層 拡大写真（地質境界等を加筆）

0 20cm
断層

←W E→

○S-4に斜交する断層は，北面において基盤直上のHⅠa段丘堆積物に変位・変形を与えていない。

0 20cm

S-4に斜交する断層 拡大写真

コメントNo.91の回答

・北面の上部で低角度の割れ目が形成され，断層トレースが不明瞭となっている。断層は，
岩盤の上面まで追跡でき，基盤直上のHⅠa段丘堆積物に変位・変形を与えていない。

安山岩
（褐～黄褐色）

安山岩
（赤褐～赤灰色）
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5.4  活動性評価 まとめ

評価
対象断層

評価手法 評価地点
評価に用いた地層

または
変質鉱物等

断層と上載地層との関係

最新ゾーンにおける
直線性・連続性の
よい面構造の有無

断層活動（最新面）と変質鉱物との関係

総合評価断層の直上に分布する
地層に変位・変形は

認められない

最新面及び最新ゾー
ン全体を横断し，横断
箇所に変位・変形は

認められない

自形結晶が最新面に
接して晶出し，自形

結晶に破砕や変形は
認められない

最新面が不明瞭かつ
不連続になっており，
不連続箇所の変質鉱

物に変位・変形は
認められない

S-1

上載地層法 駐車場南東方トレンチ HⅠa段丘堆積物 〇

後期更新世以降の
活動は認められない

鉱物脈法等

H-6.5-2孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － － 〇

H-6.6-1孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － － 〇

K-10.3SW孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － － 〇

M-12.5’’孔 砕屑岩脈 有 〇 － －

S-2・S-6

上載地層法 No.2トレンチ MⅠ段丘堆積物 〇

後期更新世以降の
活動は認められない

鉱物脈法等

K-6.2-2孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － － 〇

F-8.5’孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － － 〇

E-8.5-2孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － － 〇

S-4

上載地層法 35m盤トレンチ HⅠa段丘堆積物 〇
後期更新世以降の

活動は認められない
鉱物脈法等

E-8.60孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － － 〇

E-11.1SE-2孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － － 〇

S-5 鉱物脈法等
H-5.4-4E孔 － 無 － － －

後期更新世以降の
活動は認められない

R-8.1-1-3孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － － 〇

S-7 鉱物脈法等 H-5.7’孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － － 〇
後期更新世以降の

活動は認められない

S-8 鉱物脈法等 F-6.75孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － － 〇
後期更新世以降の

活動は認められない

K-2 鉱物脈法等 H-1.1孔 オパールCT 有 〇 － －
後期更新世以降の

活動は認められない

K-3 鉱物脈法等
N-2.3-1孔 － 無 － － －

後期更新世以降の
活動は認められない※

K-3露頭 a地点 － 無 － － －

K-14 鉱物脈法等
H’- -1.3孔 フィリプサイト 有 － 〇 －

後期更新世以降の
活動は認められない

H- -0.3-80孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － － 〇

※：K-3は，破砕部性状をK-2と比較することによって評価を実施した

〇：確認される －：確認されない

赤字：第788回審査会合以降の追加箇所

○ 上載地層法及び鉱物脈法等により，S-1，S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，K-2，K-3，K-14は，いずれも後期更新世以降の
活動は認められない。
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・断層の直上に分布するHⅠa段丘堆積
物（約12～13万年前以前に堆積した地
層）に変位・変形は認められない。

駐車場南東方トレンチ（P.336～339）

鉱物脈法等による評価

上載地層法及び鉱物脈法等により，S-1に後期更新世以降の
活動は認められない。

S-1の評価

上載地層法による評価

・最新面が不明瞭かつ不連続になって
おり，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混
合層，少なくとも後期更新世以降に
生成されたものではない）に変位・変
形は認められない。

H-6.5-2孔（P.116～128）
H-6.6-1孔（P.129～141）
K-10.3SW孔（P.142～156）

・約12～13万年前以前に堆積した地層であるHⅠa段丘堆積物が分布する駐車場南東方トレンチにおいて，
上載地層法による評価を行った。

・4地点（H-6.5-2孔，H-6.6-1孔，K-10.3SW孔，M-12.5”孔）において，鉱物脈法等による評価を行った。

駐車場南東方トレンチ

位置図

鉱物脈法等に関する評価地点

上載地層法に関する評価地点

M-12.5”孔

K-10.3SW孔

H-6.5-2孔

H-6.6-1孔

M-12.5”孔（P.157～169）

・砕屑岩脈（少なくとも後期更新世以降
に形成されたものではない）が，最新
面及び最新ゾーン全体を横断して分
布し，横断箇所に変位・変形は認め
られない。

赤字：第788回審査会合以降の追加箇所

第788回審査会合 資料1
P.191 一部修正
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5.4 S-2・S-6の活動性評価 まとめ

・断層の直上に分布するMⅠ段丘堆
積物（約12～13万年前の地層）に変
位・変形は認められない。

上載地層法による評価

No.2トレンチ（P.342～345）

上載地層法及び鉱物脈法等により，S-2・S-6に後期更新世以降の
活動は認められない。

・最新面が不明瞭かつ不連続になっ
ており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S
混合層，少なくとも後期更新世以降
に生成されたものではない）に変位・
変形は認められない。

K-6.2-2孔（P.172～184）
F-8.5’孔（P.185～196）
E-8.5-2孔（P.197～210）

S-2・S-6の評価

No.2トレンチ

位置図

E-8.5-2孔

F-8.5’孔

K-6.2-2孔

鉱物脈法等による評価

・約12～13万年前に堆積した地層であるMⅠ段丘堆積物が分布するNo.2トレンチにおいて，
上載地層法による評価を行った。

・3地点（K-6.2-2孔，F-8.5’孔，E-8.5-2孔）において，鉱物脈法等による評価を行った。

鉱物脈法等に関する評価地点

上載地層法に関する評価地点

第788回審査会合 資料1
P.230 一部修正
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5.4 S-4の活動性評価 まとめ

・断層の直上に分布するHⅠa段丘堆積
物（約12～13万年前以前の地層）に
変位・変形は認められない。

上載地層法による評価

35m盤トレンチ（P.348～361）

上載地層法及び鉱物脈法等により，S-4に後期更新世以降の
活動は認められない。

位置図
S-4の評価

35ｍ盤トレンチ

E-11.1SE-2孔

・最新面が不明瞭かつ不連続になって
おり，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混
合層，少なくとも後期更新世以降に生
成されたものではない）に変位・変形
は認められない。

E-8.60孔（P.213～223）
E-11.1SE-2孔（P.224～240）

鉱物脈法等による評価

E-8.60孔

・約12～13万年前以前に堆積した地層であるHⅠa段丘堆積物が分布する35m盤トレンチにおいて，
上載地層法による評価を行った。

・2地点（E-8.60孔，E-11.1SE-2孔）において，鉱物脈法等による評価を行った。

赤字：第788回審査会合以降の追加箇所

鉱物脈法等に関する評価地点

上載地層法に関する評価地点

第788回審査会合 資料1
P.256 一部修正
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5.4 S-5の活動性評価 まとめ

位置図

鉱物脈法等に関する評価地点

R-8.1-1-3孔

鉱物脈法等により，S-5に後期更新世以降の活動は認められない。

S-5の評価

・最新面が不明瞭かつ不連続になって
おり，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混
合層，少なくとも後期更新世以降に生
成されたものではない）に変位・変形
は認められない。

R-8.1-1-3孔（P.251～260）

上載地層法による評価

・約12～13万年前以前の地形面，地層
が確認できないことから，上載地層法
による評価を実施できない。

鉱物脈法等による評価

・約12～13万年前以前の地形面，地層が確認できないことから，上載地層法による評価を実施できない。

・ 2地点（H-5.4-4E孔，R-8.1-1-3孔）において，鉱物脈法等による評価を行った。

・最新ゾーンは，周辺の固結した破砕部
と類似した性状を有し，直線性・連続
性のよい面構造は認められないことか
ら，固結した破砕部形成以降（少なくと
も後期更新世以降）の活動はないと判
断される。

H-5.4-4E孔（P.247～250）

H-5.4-4E孔

赤字：第788回審査会合以降の追加箇所

第788回審査会合 資料1
P.269 一部修正
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5.4 S-7の活動性評価 まとめ

鉱物脈法等により，S-7に後期更新世以降の活動は認められない。

位置図

S-7の評価

H-5.7’孔

・最新面が不明瞭かつ不連続になって
おり，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混
合層，少なくとも後期更新世以降に生
成されたものではない）に変位・変形
は認められない。

H-5.7’孔（P.263～276）

上載地層法による評価

・約12～13万年前以前の地形面，地層
が確認できないことから，上載地層法
による評価を実施できない。

鉱物脈法等による評価

・約12～13万年前以前の地形面，地層が確認できないことから，上載地層法による評価を実施できない。

・ H-5.7’孔において，鉱物脈法等による評価を行った。

鉱物脈法等に関する評価地点

第788回審査会合 資料1
P.284 一部修正
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5.4 S-8の活動性評価 まとめ

鉱物脈法等により，S-8に後期更新世以降の活動は認められない。
位置図

S-8の評価

F-6.75孔

・最新面が不明瞭かつ不連続になって
おり，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混
合層，少なくとも後期更新世以降に生
成されたものではない）に変位・変形
は認められない。

上載地層法による評価

・約12～13万年前以前の地形面，地層
が確認できないことから，上載地層法
による評価を実施できない。

F-6.75孔（P.279～289）

鉱物脈法等による評価

・約12～13万年前以前の地形面，地層が確認できないことから，上載地層法による評価を実施できない。

・ F-6.75孔において，鉱物脈法等による評価を行った。

鉱物脈法等に関する評価地点

第788回審査会合 資料1
P.299 一部修正
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5.4 K-2の活動性評価 まとめ

鉱物脈法等により，K-2に後期更新世以降の活動は認められない。

K-2の評価

・オパールCT（少なくとも後期更新世以
降に生成されたものではない）が最新
面及び最新ゾーン全体を横断して分
布し，横断箇所に変位・変形は認めら
れない。

H-1.1孔（P.56～70）

上載地層法による評価

・約12～13万年前以前の地形面，地層
が確認できないことから，上載地層法
による評価を実施できない。

鉱物脈法等による評価

位置図

H-1.1孔

赤字：第788回審査会合以降の追加箇所

・約12～13万年前以前の地形面，地層が確認できないことから，上載地層法による評価を実施できない。

・ H-1.1孔において，鉱物脈法等による評価を行った。

鉱物脈法等に関する評価地点



5.4 K-3の活動性評価 まとめ
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鉱物脈法等による評価

鉱物脈法等により，K-3に後期更新世以降の活動は認められない。

K-3の評価

上載地層法による評価

・約12～13万年前以前の地形面，地層
が確認できないことから，上載地層法
による評価を実施できない。

位置図

K-3露頭 a地点

N-2.3-1孔

・最新ゾーンは，固結した破砕部からなり，周
辺の固結した破砕部と類似した性状を有し，
直線性・連続性のよい面構造が認められな
いことから，固結した破砕部形成以降（少な
くとも後期更新世以降）の活動はないと判断
される。

・また，最新ゾーンに破砕流動が認められ，そ
の形成環境について知見に照らした結果，
最新ゾーンは封圧の小さな地表付近ではな
く，地下深部で形成されたものと判断される。
形成年代の検討の結果，最新ゾーンは少な
くとも後期更新世以降に形成されたものでは
ないと考えられ，上記の評価と整合する。

N-2.3-1孔，K-3露頭 a地点（P.103～112）

赤字：第788回審査会合以降の追加箇所

・約12～13万年前以前の地形面，地層が確認できないことから，上載地層法による評価を実施できない。

・2地点（N-2.3-1孔，K-3露頭 a地点）において，鉱物脈法等による評価を行った。

鉱物脈法等に関する評価地点



5.4 K-14の活動性評価 まとめ
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鉱物脈法等により，K-14に後期更新世以降の活動は認められない。

K-14の評価

上載地層法による評価

・約12～13万年前以前の地形面，地層
が確認できないことから，上載地層法
による評価を実施できない。

位置図

Ｋ－１４(EL0m)

H- —0.3-80孔

H’- -1.3孔

赤字：第788回審査会合以降の追加箇所

・約12～13万年前以前の地形面，地層が確認できないことから，上載地層法による評価を実施できない。

・2地点（H’- -1.3孔，H— -0.3-80孔）において，鉱物脈法等による評価を行った。

鉱物脈法等に関する評価地点
鉱物脈法等による評価

・フィリプサイト（少なくとも後期更新世以
降に生成されたものではない）の柱状
結晶が最新面に接して晶出しており，こ
の柱状結晶に破砕や変形は認められ
ない。

・最新面直近に十字状の形態をなす自
形のフィリプサイトの結晶が認められ，
この結晶にも破砕や変形は認められな
い。

・最新面が不明瞭かつ不連続になってお
り，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合層，
少なくとも後期更新世以降に生成され
たものではない）に変位・変形は認めら
れない。

H’- -1.3孔（P.73～90）

H- -0.3-80孔（P.91～100）



余白
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6. 有識者会合の評価に対する検討
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6.1 S-1の有識者会合の評価と追加検討について



○新たにS-1北西部で実施した鉱物脈法等による評価（検討３）によ
り，S-1北西部に後期更新世以降の活動は認められない。

旧A・Bトレンチ

K-10.3SW

S-1の調査位置図

鉱物脈法等

上載地層法

今後の課題

【新たな追加検討（内容・結果）】

【今後の課題】

今回の評価は，限られた資料やデータに基づいて行われており，より正確・確実な評価にするため
には，以下に示すデータ等の拡充が必要と考える。

①1号原子炉建屋等建設時等における，S-1とその周囲の形状を示す未提示の写真やｽｹｯﾁの提示。

②S-1，S-2・S-6等の断層破砕帯やその母岩の鉱物学的・地球化学的分析。

③S-1，S-2・S-6及びこれらの周囲に存在するせん断面について，これらを横断する鉱物脈の有無
（ある場合はその構成鉱物），条線を含む構造同士の切断関係に関する検討。

S-1は岩盤上面及び高位段丘Ⅰ面堆積物に変位・変
形を与えておらず，後期更新世以降には活動してい
ないと考えられる。

S-1は少なくとも高位段丘Ⅰ面堆積物に変位・変形を
与えておらず、後期更新世以降には活動していない
と考えられる。

S-1は岩盤上面や堆積物に変位・変形を与えた様子
は認められないものの，上載層は再堆積である可能
性が高く，S-1の後期更新世以降の活動を判断する
ことができない。

旧A・Bトレンチは，４つ全ての壁面において，

ⓐS-1に沿ってMIS5eの波食面の岩盤上面に一様な
段差が認められる。

ⓑ段差沿い及び肩部分に軟質な凝灰質な細粒部が
分布する。

ⓒ上位の堆積物の層理面は全て南西側に傾斜し，
一部の壁面を除き，段差直上で層理面の増傾斜も
認められる。

以上から，S-1はMIS5eの海成堆積物堆積後に変位
したと解釈するのが合理的と判断した。

今後の課題

（えん堤左岸トレンチ）

（駐車場南東方トレンチ）

（駐車場南側法面）

（旧A，Bトレンチ）

S-1を含む岩盤の上面及びその上位の
高位段丘Ⅰ面の堆積物に変位・変形は
認められず，少なくとも12～13万年前以
降の活動はない。

S-1を含む岩盤の上面及びその上位の
高位段丘Ⅰ面の堆積物に変位・変形は
認められず，少なくとも12～13万年前以
降の活動はない。

S-1を含む岩盤の上面及びその上位の
高位段丘Ⅰ面相当の堆積物に変位・変
形は認められず，12～13万年前以降の
活動はない。

旧A・Bトレンチについては，いずれの壁
面においても，段差部周辺の砂礫Ⅱ層
には断層変位を示唆するようなせん断
面や地層の擾乱は認められないこと等
から，中位段丘面Ⅰ面を構成する堆積
層に断層活動の影響は及んでいない。
（志賀１号安全審査における現地調査で
は，トレンチ壁面を直接確認している。）

えん堤左岸トレンチ

（旧A・Bトレンチ）

【有識者会合の評価（概要）］

駐車場南東方
トレンチ

駐車場南側法面

（えん堤左岸トレンチ）

（駐車場南東方トレンチ）

（駐車場南側法面）

赤文字：当社の評価と異なるもの及び今後の課題

S-1南東部は，後期更新世以降の活動はないと判断
する。
S-1北西部は，後期更新世以降に，北東側隆起の逆
断層活動により変位したと解釈するのが合理的と判
断する。

S-1は，少なくとも12～13万年前以降の
活動は認められない。

【S-1の活動性評価】

【当社の評価】 【有識者の評価】

【 S-1において実施した追加検討結果（まとめ）】

○S-1北西部に後期更新世以降の活動は認められない。

6.1 S-1の有識者会合の評価と追加検討について －概要－

○S-1の活動性については，有識者会合において議論，評価がされている。

○同会合における当社及び有識者の評価と，両者で評価の異なるもの及び同会合が示した「今後の課題」を踏まえ実施した追加検討について以下に示す。
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○有識者の評価に至った個別事象についても追加の検討（検討１，
２）を行い，当社の評価の妥当性を再確認した。

検討内容 検討結果 記載頁

検
討
２

(1)

旧A・Bトレンチ周辺の地
形 と 岩 盤 上 面 形 状 の
データから，旧A・Bトレ
ンチの岩盤上面の段差
の成因を検討する。

同段差は，河川の侵食作用
によりS-1沿いに形成された
ものと考えられる。

P.383
～387

(2)

軟質と評価された凝灰
質な細粒部について，
針貫入試験を行い，硬
軟を確認する。

同細粒部は岩盤と同程度の
硬度を有しており，段差部に
おいて侵食されずに残った
ものと考えられる。

P.388,
389

(3)

旧A・Bトレンチを模擬し
た堆積実験及び断層変
位実験を行い，層理面
の傾斜の成因について
検討する。

同傾斜は，S-1の変位により
形成されたものではなく，段
差を埋める堆積構造である
と考えられる。

P.390
～392

検討内容 検討結果 記載頁

検討１

駐車場南側法面の堆積
物を被覆する赤色土壌
等について，CT画像観
察等を行い，再堆積の
可能性について検討す
る。

赤色土壌には明瞭な斑紋構
造が認められ，この斑紋構
造は数万年スケールの時間
で生じるとされていることか
ら，再堆積の可能性はない。

P.377
～380

検討内容 検討結果 記載頁

検討３

旧A・Bトレンチ地下延長
部において，鉱物脈法
等による評価を実施した。

旧A・Bトレンチ地下延長部
において，S-1の最新面が
不明瞭かつ不連続になって
おり，不連続箇所の粘土鉱
物（I/S混合層，少なくとも後
期更新世以降に生成された
ものではない）に変位・変形
は認められない。

P.393,
394

第788回審査会合 資料1
P.302 一部修正

H-6.5-2
H-6.6-1

M-12.5"
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6.1.1 検討１：赤色土壌の再堆積に関する検討（駐車場南側法面）



スケッチ（南側法面展開図）スケッチ（東側法面展開図）

テフラの年代（町田・新井，2011）

AT：2.8万～3万年前
K-Tz：9.5万年前

赤褐色土壌

赤色土壌

礫質シルト層

古期斜面堆積物（褐色シルト層）

古期斜面堆積物（灰色シルト層）

古期斜面堆積物（灰色シルト質礫層）

暗褐色土壌

明褐色土壌

赤褐色土壌

赤色土壌

礫質シルト層
黄褐色シルト層

W→

←E

安山岩（角礫質）安山岩（角礫質）

安山岩（均質）

S-1

火山礫凝灰岩

安山岩（角礫質）

安山岩（均質）

←N S→

遊離酸化鉄分析試料採取位置（①～③）

火山灰分析試料採取位置（No.1～No.6）

底盤 EL26.33m

EL31.23m

No.1

No.2

No.3
No.4

底盤 EL26.33m

駐車場面 EL28.23m

EL31.23m

安山岩（角礫質）

駐車場面 EL28.23m

No.5 No.6

①～③

明褐色土壌

暗褐色土壌

N58°W/80°NE

N51°W/70°NE

N53°W/65°NE
（走向は真北基準）
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○有識者会合は，駐車場南側法面は高位段丘Ⅰ面の端部の斜面であり，地表面，層理面ともに西（海）方向へ傾き下がることから，岩盤直上の
堆積物は斜面堆積物であり，テフラやそれを含む赤色土は再堆積である可能性が高いと評価している。

○そこで，赤色土壌及び赤褐色土壌の斑紋構造の有無に着目し，土壌の斑紋構造はその形成後の再堆積が無いことを示している知見（濱田・
幡谷，2015）に基づき，肉眼観察及び内部構造を把握するためのCT画像観察を行い，再堆積の可能性についての検討を行った。

○検討の結果，S-1付近（斜面下側）において，赤褐色土壌については，全体的に乱れており，斑紋が認められないことから，再堆積物を含む可
能性があるものの，赤色土壌については，明瞭な斑紋構造が認められる（次頁）。この斑紋構造は，数万年スケールの時間で生じる（次々頁）
とされていることから，赤色土壌は再堆積の可能性はない。

地表面と赤色土壌以上の堆積層は西（海）方向に傾き下がる

⇒再堆積の可能性が高い

6.1.1 検討１：赤色土壌の再堆積に関する検討（駐車場南側法面）

【有識者会合の評価】

第788回審査会合 資料1
P.304 再掲
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肉眼観察及びCT画像観察結果

試料４：赤色土壌

XCT画像
（密度の高い部分が白く映る）

肉眼観察

試料７：赤褐色土壌

肉眼観察

【再堆積の検討の着目点】
・肉眼観察において，斑紋が明瞭。（CT画像において，密度のコントラストが明瞭。） ⇒再堆積ではない（=整然相）
・肉眼観察において，斑紋が認められない。（CT画像において，乱れている。） ⇒再堆積物を含んでいる可能性

・肉眼観察において，赤色部を呈した土壌中に，淡色の明瞭な
斑紋（図中黄枠部）が認められる。

・ＣＴ画像において，密度のコントラストが明瞭。（図中黄枠部が
密度が高く，肉眼観察の斑紋に相当）

⇒ 再堆積ではない（=整然相）

・肉眼観察において，全体的に赤褐色を呈しており，色調の
コントラストが不明瞭であり，斑紋が認められない。

・CT画像において，全体的に乱れている。

⇒ 再堆積物を含む可能性

【斑紋構造の観察】

XCT画像
（密度の高い部分が白く映る）

明瞭な斑紋が認められない

斑紋が認められる

斑紋の乱れや破片状組織がある

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220安山岩

暗褐色土壌層

明褐色土壌層

赤褐色土壌層

赤色土壌層

褐色シルト層
・

灰色シルト層

灰色シルト質礫層
基質支持
くさり礫

斑紋不明瞭

斑紋明瞭

斑紋不明瞭

肉眼観察
結果

CT画像
観察結果

（番号は試料No.）[cm]
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・能登半島中部西岸の中位段丘及び高位段丘の土壌を対象に，斑紋構造を肉眼観察・X線CT・X線顕微鏡により詳細観察し，斑紋を赤色部・淡色部に分離し，XRD・XRF・遊離酸化鉄分析等を実施。

① 高位段丘被覆層の露頭（Loc.1）における整然相と破片状相（=整然相が崩れて再堆積したもの）における組織の特徴

整然相 破片状相

 整然相では破片状相に比べて，斑紋が明瞭であり，斑紋構造に相当するように，鉄の濃集度や密度のコントラストが明瞭。

②斑紋構造の成因

⇒ 赤色部は褐色部よりも密度及び鉄の含有率が高いことから，斑紋構造は
鉄の濃集を伴う疑似グライ化によるものと判断。（疑似グライ化作用は生
物作用が活発になる温暖期により進む。）

肉眼観察肉眼観察

③赤色部と褐色部の比較

⇒ 赤色部は褐色部よりも赤鉄鉱の割合が多く，結晶化していることから，赤色
部は疑似グライ化後の酸化・結晶化により赤鉄鉱が増加したことによるもの。

・一旦酸化・結晶化した赤鉄鉱は，非常に安定でほとんど移動しない。
・赤鉄鉱は高温条件の場合に形成。

④赤色土壌と赤褐色土壌の比較

⇒ 赤色土壌は赤褐色土壌よりも鉄の含有率及び赤鉄鉱の割合が高く，結晶
化していることから，赤色土壌のほうが，より長期の温暖期の風化を受け
ている。

整然相に関する観察結果

調査地点

⑤赤色土壌の形成年代：考察

 高位段丘には赤色土壌と赤褐色土壌の両方が認められるが，中位段丘には赤褐色土壌しか認められない。
また，赤色土壌の斑紋構造は，K-Tz（9.5万年前）等を含む赤褐色土壌より下位に位置し，より長期の温暖
化の風化を受けていることから，その形成年代は少なくとも12～13万年前以前と判断される。

高位段丘（Loc.1）層位分布

志賀原子力発電所

 斑紋の赤色化は赤鉄鉱の含有量に相関し，赤鉄鉱形成が高温時であるこ
とから，赤鉄鉱の増加は，主に過去の温暖期に形成されたと考えられる。

 斑紋構造中の赤鉄鉱の増加は，数万年スケールの時間で生じる。

←AT

←Aso-4

←K-Tz

【斑紋構造の形成期間や再堆積との関係等に関する知見（濱田・幡谷，2015）】

中位段丘（Loc.3）層位分布

←K-Tz

←AT

[cm]

[cm]
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6.1.2 検討２：旧A・Bトレンチに関する検討
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6.1.2 検討２：旧A・Bトレンチに関する検討 －検討内容－

（「北陸電力株式会社志賀原子力発電所の敷地内破砕帯の評価について（報告）
平成２８年４月２７日原子力規制庁」に加筆）

（1）岩盤上面の段差の検討

（建設時のデータによる検討）

内容：旧A・Bトレンチ付近に位置する建設時の掘
削法面において，岩盤上面の段差の連続
性の有無を確認した（P.383～386）。
また，発電所建設前の地形との関係から，

旧A・Bトレンチの岩盤上面の段差の成因に
ついて考察を行った（P.387）。

（2）凝灰質な細粒部の硬さに関する検討

（細粒部の針貫入試験）

内容：段差の地下延長部にあたる岩盤調査坑に
おいて，S-1沿いに分布する凝灰質な細粒
部（固結した破砕部）と周辺の母岩（凝灰角
礫岩）の硬さを，針貫入試験により比較した
（P.388,389）。

（3）層理面の傾斜等に関する検討

（堆積実験，断層変位実験）

内容：段差と調和的な方向への地層の傾斜が，
堆積構造か，断層運動によるものか判断
するための知見を得るため，旧A・Bトレンチ
を模擬した堆積実験・断層変位実験を行っ
た（P.390～392）。

○有識者会合は，旧A・Bトレンチにおいて，S-1に沿ってMIS5eの波食面である岩盤上面にほぼ一様な段差が認められること（下図ⓐ），その段
差沿い及び肩部分の岩盤には軟質な細粒部が認められること（下図ⓑ），堆積物の層理面はすべて南西側（段差と調和的な方向）に傾斜して
おり，段差直上において層理面の系統的な増傾斜も認められること（下図ⓒ）から，S-1はMIS5eの海成堆積物堆積後に変位したと解釈するの
が合理的であると評価している。

○この有識者会合の評価について，下記右に示す検討（１）～（３）を行った。

○なお，有識者会合は，旧A・Bトレンチの岩盤の上位に分布する砂礫Ⅰ層・Ⅱ層を「MIS5eの海成堆積物」としているが，前述した海成堆積物の
認定基準（P.321）に基づき，海成段丘堆積物を認定することができないことから，陸成堆積物の可能性も考慮して検討を行った。

岩盤上面の段差

・旧A・Bトレンチにおいて，S-1に沿って
岩盤上面にほぼ一様な段差が認めら
れる。

・岩盤上面はMIS5eの波食面であり，
波食面に系統的な段差が認められる
ことは，岩盤上面がほぼ平坦に削剥
された後に，S-1のずれによって段差
が生じたことを示唆する。

有識者会合による旧A・Bトレンチの評価

今後の課題①に対応

ⓐ ⓑ

ⓒ
岩盤部の凝灰質な細粒部

・段差沿い及び肩部分には軟質な細粒
部が分布する。

・段差が侵食により形成された場合，
S-1の南西側の硬質な安山岩だけが
侵食され，軟質と思われる細粒部が
肩部分や壁面に残ることは難しいと思
われる。

堆積物の変位・変形の有無

・上位の堆積物の層理面は全て南西側
に傾斜しており，一部の壁面を除けば
段差直上において層理面の増傾斜も
認められる。

・これらの地層の傾斜は，個々には，堆
積構造と解釈する余地もあるが，S-1
の変位によって形成されたとも解釈で
きる。

有識者会合の評価 データ拡充・検討内容

ⓐ

ⓑ

ⓒ
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○有識者会合は，旧A・Bトレンチの４つの全ての壁面において，S-1に沿って岩盤上面にほぼ一様な段差が認められ（右下図），この岩盤上
面はMIS5eの波食面であることから，波食面に系統的な高度差が認められることは，岩盤上面がほぼ平坦に削剥された後に，S-1のずれに
よって段差が生じたことを示唆すると評価している。

○有識者会合は，上記評価は限られた資料やデータに基づいて行われていることから，より正確・確実な評価にするために，１号原子炉建屋
建設時等におけるS-1とその周囲の形状を示す未提示の写真やスケッチの提示を今後の課題①としている。

○今後の課題①を踏まえ，仮にS-1のずれにより，MIS5eの波食面に高度差が生じたとした場合，同じ中位段丘Ⅰ面上に位置する建設時の掘
削法面にも同程度の高度差を持つ段差が認められるはずであるが，そのような状況が見られるか否かについて検討を行った（P.384～386）。

○また，旧A・Bトレンチの４つの壁面と人工改変前の地形との関係から，段差の成因について考察を行った（P.387）。

○以上の検討の結果，旧A・Bトレンチの岩盤上面の段差は，河川の侵食作用によりS-1沿いに形成されたものと考えられる。

（1）旧A・Bトレンチの岩盤上面の段差の検討 －概要－

トレンチ壁面の位置関係

※A及びBトレンチ北西壁のスケッチは左右反転して表示

Aトレンチ

Ｂトレンチ

調査位置図

岩盤調査坑

掘削法面

旧A・Bトレンチ

断層はEL-4.7mで示す。
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（1）旧A・Bトレンチの岩盤上面の段差の検討 －掘削法面との比較－

旧地形図（立体地図）

断層（地表に投影)

旧A・Bトレンチ

掘削法面

この図は，1985年の空中写真（北陸電力撮影，縮尺8,000分の1），1961年の
空中写真（北陸電力撮影，縮尺15,000分の1）及び水準測量結果をもとに作
成した立体地図（等高線は1m間隔） を基図として，空中写真判読及び既存
ボーリングの地質データ等に基づいた段丘面分布等を示したもの。

0 100m

掘削法面
旧Aトレンチ

旧Bトレンチ

○旧A・Bトレンチにおいては，岩盤上面がS-1を境にして北東側が南西側に対して見かけ20～35cm高い段差が認められる。

○仮にS-1のずれにより，MIS5eの波食面に高度差が生じた場合，同じ中位段丘Ⅰ面上に位置する建設時の掘削法面にも同程度の高度差を
持つ段差が認められるはずであるが，掘削法面における調査の結果，そのような波食面の高度差は認められない（次頁）。

○このことからも，旧A・Bトレンチの岩盤上面の段差は，後期更新世以降にS-1の変位により形成されたものではないと判断される。

【旧A・Bトレンチ 位置図及びスケッチ】

384

旧Aトレンチ南東壁面スケッチ

20cm

0 1m

旧Aトレンチ北西壁面スケッチ

20cm

0 1m

旧Bトレンチ南東壁面スケッチ 旧Bトレンチ北西壁面スケッチ

20cm

35cm

0 1m 0 1m
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掘削法面スケッチ

0 2m

S-1
(N50～53°W／78°NE)

旧地形図（立体地図）

断層（地表に投影)

旧A・Bトレンチ

掘削法面

この図は，1985年の空中写真（北陸電力撮影，縮尺8,000分の1），1961年の
空中写真（北陸電力撮影，縮尺15,000分の1）及び水準測量結果をもとに作
成した立体地図（等高線は1m間隔） を基図として，空中写真判読及び既存
ボーリングの地質データ等に基づいた段丘面分布等を示したもの。

0 100m

掘削法面
旧Aトレンチ

旧Bトレンチ

【掘削法面 位置図及びスケッチ】

385

・S-1沿いに侵食による岩盤の窪みが認められるものの，その窪みを挟んで
岩盤上面の高度差は認められない。
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【掘削法面 S-1近接写真】

掘削法面 全景写真
（岩盤上面，S-1を白破線で加筆）

掘削法面 近接写真
（岩盤上面，割れ目，S-1を白点で加筆）

S-1

←N S→

S→←N

※全景写真，拡大写真にある赤白ポールの長さは2m
（赤，白部分が20cmで交互に色分けされている）

386
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387トレンチ壁面の位置関係

Aトレンチ

Bトレンチ

流れの方向谷地形

旧トレンチ周辺の赤色立体地図

鳥瞰方向

鳥瞰図（H:V=1:3）

Bトレンチ

Aトレンチ

（1）旧A・Bトレンチの岩盤上面の段差の検討 －段差の成因の考察－

掘削法面

掘削法面

○旧A・Bトレンチでは岩盤上面に段差が認められたが，掘削法面で
は岩盤上面に高度差が認められなかったことについて，地形の観
点から考察を行った。

○旧A・Bトレンチは，中位段丘Ⅰ面の縁辺部に位置し，南側には高
位段丘Ⅰa面と中位段丘Ⅰ面を開析する谷が近接しているため，
同トレンチの南西側は河川の営力を受けやすい位置関係にある。

○それに対して，掘削法面は，中位段丘Ⅰ面上で，河川の営力を
受けにくい位置にある。

○このことから，旧A・Bトレンチでは，S-1の割れ目を介して，南西側
の一部の岩盤が侵食作用を受け，段差が形成されたものと考え
られる。
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（2）凝灰質な細粒部の硬さに関する検討 －概要－

388

旧Aトレンチ南東壁面スケッチ

0 1m

旧Aトレンチ北西壁面スケッチ

0 1m

旧Bトレンチ南東壁面スケッチ 旧Bトレンチ北西壁面スケッチ

0 1m 0 1m

旧Aトレンチ南東壁面 シーム付近拡大写真
（シーム及び岩盤／堆積物境界を加筆）

10cm

10cmS-1

砂礫Ⅱ層

安山岩

安山岩

凝灰質な
細粒部

凝灰質な細粒部 凝灰質な細粒部

凝灰質な細粒部凝灰質な細粒部

拡大写真範囲

・旧Aトレンチ南東壁において，S-1に沿って分布する凝灰質な細粒部は，
段差の下側のみに存在しており，差別侵食により段差が形成された際に
残ったものと考えられる。

○有識者会合は，旧A・Bトレンチにおいて，岩盤上面の段差沿い及び肩部分の岩盤には“軟質な”細粒部が存在することから，S-1沿いの差別
侵食ではなく，S-1のずれによって段差が生じたことを示唆すると評価している。

○当社は，当時のスケッチの記載での「凝灰質な細粒部」は固結した破砕部あるいは細粒凝灰岩であり，周辺母岩と同程度の硬さを有している
ことから，当該細粒部は，差別侵食により段差が形成された際に，侵食されずに残ったものと評価している。

○この評価を検証するために，旧A・Bトレンチに近接した位置にある岩盤調査坑において，針貫入試験により，S-1に沿って分布する凝灰質な
細粒部の硬度について定量的に測定を行った結果，凝灰質な細粒部は岩盤と同程度の硬度を有している（次頁）。

○したがって，旧A・Bトレンチの段差の肩部分や壁面に分布する細粒部は，段差部において侵食されずに残ったものと考えられる。
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No.0

No.30

（切羽番号）

No.5

No.10

No.15

No.20

No.25

No.15付近底盤写真位置

岩盤調査坑 針貫入試験実施位置 389

（2）凝灰質な細粒部の硬さに関する検討 －針貫入試験－

側

壁

側

壁

底盤

展開方法

位置図

１号
原子炉建屋

立坑（坑口部 EL21m）

横坑（底盤 EL-18.25m）

旧A・Bトレンチ

岩盤調査坑

○旧A・Bトレンチに近接した位置にある岩盤調査坑において，S-1に沿って分布する凝灰質な細粒部の硬度を定量的に測定するために，針貫入試
験を行った結果，周辺の凝灰角礫岩と同程度の値を示しており，敷地の穴水累層の安山岩（角礫質）や凝灰角礫岩と同程度の硬度を有している。

断層はEL-4.7mで示す。

No.
貫入長さ
L(mm)

貫入荷重
P（N)

針貫入勾配
Np（P/L)

一軸圧縮強度
(kN/m2)※

① 3 100 33.3 12894 

② 2 100 50.0 19169 

③ 2 100 50.0 19169 

④ 2 100 50.0 19169 

⑤ 3 100 33.3 12894 

全平均 43.33 16665

No.
貫入長さ
L(mm)

貫入荷重
P（N)

針貫入勾配
Np（P/L)

一軸圧縮強度
(kN/m2)※

① 5 100 20.0 7824 

② 3 100 33.3 12894 

③ 2 100 50.0 19169 

④ 2 100 50.0 19169 

⑤ 1 100 100.0 37757 

⑥ 2 100 50.0 19169 

⑦ 2 100 50.0 19169 

全平均 50.48 19347 

凝灰質な細粒部（固結した破砕部）凝灰角礫岩

※針貫入勾配からの一軸圧縮強度の換算式（宗村・北村，2009）

y=0.978x+2.621（相関係数0.914）

y：一軸圧縮強度の対数値
x：針貫入勾配（Np＝貫入力(N)/貫入量(mm)）の対数値

針貫入試験結果

No.15付近底盤写真

粘土状破砕部

固結した粘土・砂状破砕部

10cm

固結した角礫状破砕部

凝灰角礫岩 凝灰角礫岩

←SW NE→

⑤

①②

③

④

④

⑤

③

⑥

⑦

②
①

凝灰角礫岩の針貫入試験実施位置

凝灰質な細粒部（固結した破砕部）の針貫入試験実施位置

第788回審査会合 資料1
P.315 再掲
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（3）旧A・Bトレンチの層理面の傾斜等に関する検討 －概要－

②層理面が系統的
に増傾斜する

Bトレンチ北西壁 スケッチ

上部層

下部層

○有識者会合は，旧A・Bトレンチにおいて，岩盤の上位に分布する堆積物の層理面は，全て南西側（S-1の段差と調和的な方向）に傾斜してお
り（下図①），一部の壁面を除けば段差直上において層理面の系統的な増傾斜も認められる（下図②）ことから，この堆積物（砂礫Ⅱ層）の堆
積後にS-1が変位したと解釈するのが最も合理的であると評価している。

○当社は，段差部周辺の砂礫Ⅱ層には断層変位を示唆するようなせん断面や地層の擾乱は認められないことから，上記①②は，既存の段差
を砂礫層が埋めるように堆積した堆積構造を示していると評価している。

○この評価を検証するために，既存の段差を陸側（山側）からの堆積物が埋めるケースを模擬した堆積実験（次頁）及び砂礫層が断層変位を受
けたケースを模擬した断層変位実験（次々頁）を実施し，旧A・Bトレンチの堆積物でみられる構造との比較検討を行った。

○検討の結果，層理面の傾斜等は，S-1の変位により形成されたものではなく，段差を埋める堆積構造であると考えられる。

Aトレンチ南東壁 スケッチ

②層理面が系統的
に増傾斜する

第788回審査会合 資料1
P.316 再掲
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（3）旧A・Bトレンチの層理面の傾斜等に関する検討 －堆積実験－

○旧A・Bトレンチを模擬して，既存の段差を陸側（山側）からの堆積物（砂礫）が埋める場合の段差付近の砂礫層内部に見られる構造の特徴
について確認した。

○実験の結果，旧A・Bトレンチに見られる砂礫層の構造について，既存の段差を砂礫層が埋積したとする評価を支持する知見が得られた。

【主な成果】

田中（2018）を編集

(a)

(b)

(図-9)

第788回審査会合 資料1
P.317 再掲
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（3）旧A・Bトレンチの層理面の傾斜等に関する検討 －断層変位実験－

○有識者会合は，淘汰の悪い砂礫層の場合や，含水条件で流動性を持つ場合，せん断面や地層の擾乱は必ずしも判断できないため，旧A・B
トレンチの砂礫Ⅱ層が変位・変形を受けている可能性は否定できないと評価している。

○そこで，砂礫層の断層運動による変形様式を実験的に検討することを目的に，乾燥状態・浸水状態における砂礫の混合試料を用いた断層
変位実験を実施した結果，いずれの場合も同様にせん断面や地層の擾乱が生じることが確認された。

○この知見を踏まえると，旧A・Bトレンチの砂礫Ⅱ層にはせん断面や地層の擾乱が認められないことから，断層運動による変位・変形を受け
ていないと判断される。

【主な成果】

田中（2017）を編集

(a)乾燥状態

(b)浸水状態（水中）

 乾燥状態，浸水状態（水中）いずれにおいても，礫層が
変位・変形を受けた場合，淘汰の良い砂層の場合と同
様に，せん断面や礫の回転が生じることが確認された。

第788回審査会合 資料1
P.318 再掲
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6.1.3 検討３：S-1北西部の鉱物脈法等による評価
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6.1.3 検討３：S-1北西部の鉱物脈法等による評価

（「北陸電力株式会社志賀原子力発電所の敷地内破砕帯の評価について（報告）
平成２８年４月２７日原子力規制庁」に加筆）

○有識者会合は，S-1の南東部については後期更新世以降の活動はないと評価しているが，旧A・Bトレンチ既往スケッチ及び写真等の情報から，
S-1の北西部については，後期更新世以降に，北東側隆起の逆断層活動により変位したと解釈するのが合理的であると評価している。

○有識者会合によれば，上記評価は，限られた資料やデータに基づいて行われており，より正確・確実な評価にするためには，「今後の課題」に
示すデータ等の拡充が必要としていることから，「今後の課題」を踏まえ， 旧A・Bトレンチ地下延長部において，鉱物脈法等による評価を実施
した（P.116～156で前述） 。

○仮にS-1北西部が北東側隆起の逆断層活動により変位したとした場合，地下延長部のS-1も同センスの変位が生じているはずであるが，鉱物
脈法等による評価の結果，S-1の最新面が不明瞭かつ不連続になっており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合層，少なくとも後期更新世以降に
生成されたものではない）に変位・変形は認められない。

位置図

K-10.3SW孔 鉱物脈法等に関する調査箇所

A'

A
断面線

第788回審査会合 資料1
P.320 一部修正

H-6.5-2孔
H-6.6-1孔

旧Bトレンチ

旧Aトレンチ
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6.1.4 S-1の有識者会合の評価と追加検討 まとめ



○有識者の評価に至った個別事象についても追加の検討（検討１，２）を行い，当社の評価の妥当性を再確認した。

○新たにS-1北西部で実施した鉱物脈法等による評価（検討３）により，S-1北西部に後期更新世以降の活動は認められない。
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6.1.4 S-1の有識者会合の評価と追加検討 まとめ

検討内容 検討結果 記載頁

検
討
２

(1)
旧A・Bトレンチ周辺の地形と岩盤上面形状
のデータから，旧A・Bトレンチの岩盤上面
の段差の成因を検討する。

同段差は，河川の侵食作用によりS-1沿いに形成
されたものと考えられる。

P.383
～387

(2)
軟質と評価された凝灰質な細粒部について，
針貫入試験を行い，硬軟を確認する。

同細粒部は岩盤と同程度の硬度を有しており，段
差部において侵食されずに残ったものと考えられ
る。

P.388，389

(3)
旧A・Bトレンチを模擬した堆積実験及び断
層変位実験を行い，層理面の傾斜の成因
について検討する。

同傾斜は，S-1の変位により形成されたものでは
なく，段差を埋める堆積構造であると考えられる。

P.390
～392

検討内容 検討結果 記載頁

検討１
駐車場南側法面の堆積物を被覆する赤色
土壌等について，CT画像観察等を行い，再
堆積の可能性について検討する。

赤色土壌には明瞭な斑紋構造が認められ，この
斑紋構造は数万年スケールの時間で生じるとされ
ていることから，再堆積の可能性はない。

P.377
～380

検討内容 検討結果 記載頁

検討３

旧A・Bトレンチ地下延長部において，鉱物
脈法等による評価を実施した。

S-1の最新面が不明瞭かつ不連続になっており，
不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合層，少なくとも後
期更新世以降に生成されたものではない）に変
位・変形は認められない。

P.393，394

【 S-1において実施した追加検討結果（まとめ）】

S-1北西部に後期更新世以降の活動は認められない。

第788回審査会合 資料1
P.322 一部修正
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6.2 S-2・S-6の有識者会合の評価と追加検討について



○ No.2トレンチでは，MIS5eの海成堆積物中の層理面等が山側に向かっ
て一様に傾斜する傾向は認められない（検討２）。

○ S-2・S-6及びその上盤側にあるS-7，S-8の最新面が不明瞭かつ不連
続になっており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合層，少なくとも後期
更新世以降に生成されたものではない）に変位・変形は認められない
ことを確認した（検討３）。

○ 地形，岩盤上面ともにS-2・S-6に沿って一様に海側が高い傾向は認め
られず，さらに，地下深部に変位を与える断層はない（検討１，４）。

6.2 S-2・S-6の有識者会合の評価と追加検討について －概要－

今後の課題

【新たな追加検討（内容・結果）】

【今後の課題】

今回の評価は、限られた資料やデータに基づいて行われており、より正確・確実な評価にす
るためには、以下に示すデータ等の拡充が必要と考える。

②S-1，S-2・S-6等の断層破砕帯やその母岩の鉱物学的・地球化学的分析。

③S-1，S-2・S-6及びこれらの周囲に存在するせん断面について，これらを横断する鉱物脈の有無
（ある場合はその構成鉱物），条線を含む構造同士の切断関係に関する検討。

④S-1，S-2・S-6の連続性（深部方向，走向延長方向）及び活動性に関する地質・地質構造に関す
る調査。

⑤敷地周辺に分布する断層の調査（平面方向及び地下方向）と，その広域的枠組みの中での敷
地の地形・地質構造に関する詳細な検討。

当トレンチでは，後期更新世におけるS-2・S-
6の活動性を評価することはできないと判断
する。

当トレンチでは，後期更新世におけるS-2・
S-6の活動性を評価することはできないと判
断する。

No.2トレンチではS-2・S-6に沿う明瞭な変位
は認められないが，MIS5eの海成堆積物中
の層理面が山側（東側）に向かって緩やかに
傾斜している状況が認められた。

今後の課題

（えん堤左岸トレンチ）

（駐車場南東方トレンチ）

（駐車場南側法面）

S-2・S-6は，ATを含む再堆積した地層
に覆われ，同堆積物に変位・変形は認
められない。

S-2・S-6は，岩盤の上面及びその直上
のMIS5eの海成堆積層に変位・変形が
認められないことから，12万～13万年前
以降の活動はない。

S-2・S-6 周囲の地形は，周辺の岩盤性
状を反映して形成された組織地形や人
工改変により形成されたものと推定され
る。

（地形）

【有識者会合の評価（概要）】

（事務本館前トレンチ）

（№１トレンチ）

（№２トレンチ）

赤文字：当社の評価と異なるもの及び今後の課題

S-2・S-6は，後期更新世以降に左横ずれ成
分を持つ西側隆起の逆断層として活動した
可能性がある。この際，S-2・S-6の地下延長
部の断層が活動し，地表付近の新第三系及
び上部更新統に変形を及ぼしたものと判断
する。

S-2・S-6 は，少なくとも12～13万年前以
降の活動は認められない。

【S-2・S-6の活動性評価】

○S-2・S-6の活動性については，有識者会合において議論，評価がされている。

○同会合における当社及び有識者の評価と，両者で評価の異なるもの及び同会合が示した「今後の課題」を踏まえ実施した追加検討について以下に示す。

【当社の評価】 【有識者の評価】

【 S-2・S-6において実施した追加検討結果（まとめ）】

○ 「S-2・S-6の地下延長部の断層が活動し，地表付近の上部更新統等
に変形を及ぼした」との評価は考え難い。

S-2・S-6は，5,970±40yBPの木片を含
む堆積物に覆われ，同堆積物に変位・
変形は認められない。

S-2・S-6付近では，地形，岩盤上面高度とも
に，S-2・S-6通過位置の海側（西側）の方が
高く，山側（東側）が低い傾向が認められる。
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No.2トレンチ

F-8.5’

E-8.5-2

K-6.2-2

No.1トレンチ

事務本館前トレンチ

S-2・S-6の調査位置図

検討内容 検討結果 記載頁

検討２

山側に傾斜する層理面を含め
トレンチ内の全ての層理面に
ついて，傾斜の有無を定量的
（礫の長軸角度分析等）に確
認する。

MIS5eの海成堆積物中の層
理面等が山側に向かって一
様に傾斜する傾向は認めら
れないことを確認した。

P.411
～416

検討内容 検討結果 記載頁

検討３

S-2・S-6及びその上盤側の岩
盤中のせん断面（S-7，S-8）
に対して，鉱物脈法等による
評価を実施した。

S-2・S-6及びその上盤側にあ
るS-7，S-8の最新面が不明
瞭かつ不連続になっており，
不連続箇所の粘土鉱物（I/S
混合層）に変位・変形は認め
られない。

P.417,
418

検討内容 検討結果 記載頁

検討１

S-2・S-6付近の地形及び岩盤
上面形状を確認し，指摘され
た「凸状地形」付近でボーリン
グ調査を行い，S-2・S-6の海
側隆起の有無を検討する。

地形，岩盤上面ともにS-2・S-
6に沿って一様に海側が高い
傾向は認められず，また，指
摘の「凸状地形」の地下には，
同地形を隆起させる断層がな
いことを確認した。

P.399
～410

検討４

S-2・S-6の南方延長への連続
性をボーリング及び音波探査
記録で確認し，地下深部への
連続性を反射法・VSP探査に
より確認する。

S-2・S-6は南方延長や地下
深部へは連続しないことを確
認した。

P.419
～429

・No.2トレンチ周辺は建設時に地盤改良等の人工改変を受けており，MIS5e
の海成堆積物の堆積構造に関する更なるデータの取得は困難であること
から，より広域的な検討（検討３，１，４）を行うこととした。

第788回審査会合 資料1
P.324 一部修正

鉱物脈法等

上載地層法
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6.2.1 検討１：S-2・S-6付近の地形等に関する検討



6.2.1 検討１：S-2・S-6付近の地形等に関する検討 －概要－

○有識者会合は，下表左に示す(1)，(2)のことから，S-2・S-6付近の地形，岩盤上面の高まりは，S-2・S-6の後期更新世以降の活動で生じた，
海側（西側）隆起の変動地形であることを示唆すると評価している。

○これらの評価に対して，下表右に示すデータ拡充及び検討を行った。
○検討の結果，地形及び岩盤上面ともにS-2・S-6に沿って一様に海側が高い傾向は認められず，また，有識者会合が指摘した西側の地形の高

まり（以下，「凸状地形」）の地下には，同地形を隆起させる断層がないことを確認した。

有識者会合の評価

(1) • エリア２のC-C’断面において，敷地造成前の地形に，S-2・S-6通過位置の海側（西側）が
高く，山側（東側）が低くなる傾向が認められる。

• エリア４のB-B’断面において，敷地造成前の地形は単調に海側（西側）に向かい低くなる
傾向を示すのに対し，1号機設置時のボーリングコア試料に基づく岩盤上面形状は，S-2・
S-6付近で山側（東側）に傾きを減じる。

(2) • エリア５のA-A’断面において，敷地造成前の地形は，S-2・S-6通過位置の海側（西側）が
高く，山側（東側）が低くなる特徴が認められる。また岩盤上面の高度についても，S-2・S-6
より海側（西側）は発電所建設のために改変され，岩盤上部が掘削・除去されているにもか
かわらず，海側の岩盤上面の方が改変されていないS-2・S-6付近の岩盤上面よりも高い。

有識者会合以降のデータ拡充 検討内容

• S-2・S-6付近の地形，岩盤
上面分布の作成

仮に海側（西側）隆起の変動地形であれば，地形，岩盤上面とも
にS-2・S-6全線に沿って一様に海側が高まるないしは減傾斜す
ると考えられるが，エリア２，エリア４を含むS-2・S-6全線に沿っ
てそのような傾向が認められるか否かについて確認を行う
（P.401～403）。

• 「凸状地形」周辺のボーリ
ング調査

エリア５でみられる地形，岩盤上面ともに海側（西側）の高まりに
ついては，ボーリング調査により深部の断層の有無の確認を行
い，さらに「凸状地形」の成因について考察を行う（P.404～410）。
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B’

B

C’

C

位置図
（「北陸電力株式会社志賀原子力発電所の敷地内破砕帯の評価について（報告）平成２８年４月２７日原子力規制庁」に加筆）

A’

A

A-A’断面

有識者会合が指摘した西側の地形の高まり「凸状地形」

各エリアの調査結果は，補足資料6.2-1 (1) P.6.2-1-3～9
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6.2.1 検討１：S-2・S-6付近の地形等に関する検討 － S-2・S-6付近の地形－

○S-2・S-6北部に位置するエリア５において，「凸状地形」が認められる（A-A’断面※）。
○これをS-2・S-6の活動による変動地形と考えた場合，S-2・S-6の南北全線にわたって同様に地形の高まりが生じると考えられる。
○しかしながら，実際のS-2・S-6付近の地形は，海側（西側）に向かって徐々に低下しており，S-2・S-6より海側がエリア５と同様に一様に高まる

ないしは減傾斜する傾向は認められない。

この図は，1961年の空中写真（北陸電力撮影，縮尺
15,000分の1）及び1985年の空中写真（北陸電力撮
影，縮尺8,000分の1）をもとに作成。

発電所建設以前の地形標高段彩図

エリア１－２エリア２
エリア３

エリア４
エリア５

エリア１－１

「凸状地形」

A’

A

断層（地表に投影）

※A-A’断面はP.405

断面線

第788回審査会合 資料1
P.327 再掲



402岩盤上面標高段彩図

30

15

20

25

10

15

20

25

30

5
10

エリア１－２

エリア２エリア３

エリア４

エリア１－１

エリア５

岩盤上面の高まり

○S-2・S-6北部に位置するエリア５において，岩盤上面の高まりが認められる。
○これをS-2・S-6の活動による変動地形と考えた場合，S-2・S-6の南北全線にわたって同様に岩盤上面の高まりが生じると考えられる。
○しかしながら，実際のS-2・S-6付近の岩盤上面は，海側（西側）に向かって徐々に低下しており，S-2・S-6より海側がエリア５と同様に一様に

高まるないしは減傾斜する傾向は認められない。

この図は，岩盤上面標高データ（次頁）をもとに
作成した。断層（地表に投影）

6.2.1 検討１：S-2・S-6付近の地形等に関する検討 － S-2・S-6付近の岩盤上面－
第788回審査会合 資料1

P.328 再掲



403

この図は，1961年の空中写真（北陸電力撮影，縮尺
15,000分の1）及び1985年の空中写真（北陸電力撮
影，縮尺8,000分の1）をもとに作成した地形図（等高
線は1m間隔）に，空中写真判読及び既存ボーリング
の地質データ等に基づいた段丘面分布を示したもの。

断層（地表に投影）

ボーリング孔（２号機建設時）

ボーリング孔（１号機建設時）

No.1～No.3トレンチ

数字は岩盤上面の標高（m）

【岩盤上面標高データ】

ボーリング孔（２号機建設以降）

エリア５周辺の拡大図
0 20m

第788回審査会合 資料1
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位置図（エリア５）

0 100m

林 地

耕 地

山地斜面
4’

3’

4
2

No.1
No.2

No.3

1
3

2’
1’

断層（地表に投影)

断面線

鉛直ボーリング

トレンチ

斜めボーリング

「凸状地形」

地形断面図（H:V=1:5）

4 4’

耕地

MⅠ

No.3トレンチ

トレンチNo.2（投影）

3 3’MⅠ

林地 耕地

No.2トレンチ

No.1トレンチ

2 MⅠ

S-2・S-6
確認位置

S-2・S-6
確認位置

2’

1 1’

いずれのボーリング
コアにも断層は認め
られない

ボーリング

トレンチ（灰色は投影位置）

①

② ③

S-2・S-6は
認められない

404

MⅠ
中位段丘Ⅰ面

旧地形

S-2・S-6の位置
（ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査ﾃﾞｰﾀ，ﾄﾚﾝﾁ調査ﾃﾞｰﾀに基づく）

中位段丘Ⅰ面

中位段丘Ⅰ面

○有識者会合は，エリア５において，地形，岩盤上面ともにS-2・S-6付近より海側（西側）の方が高くなることを指摘しているが，ボーリング調査の
結果，西側を隆起させるような断層は認められない（次頁）。

〇また，「凸状地形」の頂部付近には，相対的に堅硬である安山岩（均質）が周辺よりもやや優勢に分布している（P.407,408）ことから，「凸状地
形」は，波蝕台形成時における岩盤上面の起伏を反映した局所的なものと推定される（P.409,410）。

有識者会合が指摘した西側の地形の高まり「凸状地形」

林地

6.2.1 検討１：S-2・S-6付近の地形等に関する検討 －エリア５周辺の地形－

エリア５

S-2・S-6

S-2・S-6

S-2・S-6

第788回審査会合 資料1
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22

21

20

ボーリング

A’

A

②

③
①

凸状地形
A A’

投影断面図

ボーリング①
No.3トレンチ

・いずれのボーリング
コアにも断層は認め
られない。

No.3トレンチ

No.2トレンチ
No.1トレンチ

凸状地形

調査位置図

0 20m

○エリア５において，S-2・S-6の北方に西側が高い「凸状地形」が認められたことから， この基部において，西側を隆起させるような断層の
有無を確認するために，凸部の頂部付近から3本のボーリング調査を実施した。

○その結果，いずれのボーリングコアにも深部に断層は認められないことが確認された（次頁）。
○また，S-2・S-6はNo.1，No.2トレンチでは確認されるが，「凸状地形」が最も顕著に表れているNo.3トレンチにおいては確認されない。

A A’
右図断面位置

断層（地表に投影）

405

6.2.1 検討１：S-2・S-6付近の地形等に関する検討 －「凸状地形」の深部における断層の有無－

No.3トレンチの露頭調査
結果は，補足資料6.2-1
（1）P.6.2-1-10～12

第788回審査会合 資料1
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【「凸状地形」の深部における断層の有無 ボーリングコア写真】

406

ボーリング①
コア写真（深度20～40m）
（S-2・S-6想定深度30m）

ボーリング②
コア写真（深度10～30m）
（S-2・S-6想定深度19m）

ボーリング③
コア写真（深度5～25m）
（S-2・S-6想定深度13m）

S-2・S-6想定延長位置

ボーリングコア全長の柱状図・コア写真については，補足資料6 .2-1 （2） P.6.2-1-15～24

※18.7～19.7m間はS-2・S-6の想定延長位置にあたり，割れ目
の詳細観察のため，コアの切断位置を変更した。

※

第788回審査会合 資料1
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（参考）岩石試験一覧表※

※ 敷地全域のボーリングコア等による３岩種の平均物性値〔志賀原子力
発電所 原子炉設置変更許可申請書（２号原子炉の増設）参照〕

地質分布図
（基図は旧地形の段丘面分布図）

穴水累層 安山岩（均質）

穴水累層 安山岩（角礫質）・凝灰角礫岩

岩盤最上位の岩種
（赤丸箇所は岩盤上面が改変されているため，埋土・

盛土直下位の岩種を示す）

○このエリアの表層部については２号機建設工事の際に人工改変を受けている（一度掘削した後，埋土・盛土により現地盤に整地されている）こ
とから，岩盤上面の地質の状況を直接確認することはできないが，現状の地質の状況が分かる範囲で「凸状地形」の成因について検討するた
め，周辺で群列ボーリングを実施し，岩盤の性状について検討した。

○群列ボーリングの結果，「凸状地形」の頂部付近の浅層部は，相対的に堅硬である安山岩（均質）が周辺よりやや優勢に分布していることが確
認された（本頁に平面図，次頁に断面図を示す）。

No.3トレンチ

No.2トレンチ

No.1トレンチ

「凸状地形」

B C

B’ C’

C-7.9

C-8.2

C-8.5

C-8.8

C-9.0-1’

C-9.0-1

C-9.1-1’

C-9.4-1

C-9.6

C-9.8-1

C-9.2-2
C-9.1-2

C-9.0-2

C-8.9-2
C-9’

C-9

C-8.8-2

C-8.5-2

C-8.1

C-9.4-2

C-9.2

C-9.1

C-9.1-1

• 安山岩（角礫質）及び
凝灰角礫岩は，ほぼ
同程度の硬さである。

• 穴水累層の３岩種の
うち，安山岩（均質）は
他の２岩種に比べて
硬質である。

２号機建設時に仮設ヤードとして地盤改良等を
行ったため，岩盤上面が削られている。

断層（地表に投影）

B B’
次頁断面位置

各ボーリングデータについては，補足資料6.2-1 （2） P.6.2-1-25～34

C-9.11E

D-9.1-2
D-9

D-8

B-9-1

C-9.1-10E D-9.1E

D-9.1-1
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6.2.1 検討１：S-2・S-6付近の地形等に関する検討 －「凸状地形」の成因の検討－
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地形地質断面図（H:V=1:3）

穴水累層

B

C

B’

C’

岩盤上面標高
（括弧付きは人工改変された岩盤上面標高を示す）

凸状地形

凸状地形

旧地形（敷地造成前）

現地盤（敷地造成後） ※本エリアは，２号機建設時に仮設ヤードとして地盤改良等を行ったため，岩盤上面が削られて表層部は
殆ど盛土か埋土に置き換えられた。なお，現地盤はEL21.5～22.5mに整地されている。

盛土

盛土

埋土

埋土

現地盤

現地盤

岩盤上面

盛土

盛土

旧地形は，２号機建設時に現在の岩盤上面レベルまで掘削された後，
埋土・盛土により現地盤に整地されている。そのため，改変以前の旧
地形における岩盤上面は不明。

改変された岩盤上面
（改変以前の岩盤上面標高はより高いことを示す）

【「凸状地形」と周辺岩盤の硬軟の関係 －断面図－】

408
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○敷地内と同じ穴水累層の安山岩が広く分布する海岸部では，岩盤上面の形状が凹凸に富む状況が確認されるとともに，安山岩（角礫質）と安
山岩（均質）が接して分布する箇所において，相対的に堅硬な安山岩（均質）が高まりとして残る状況が確認される（本頁，次頁）。

○「凸状地形」付近で実施したボーリング調査によれば，断層は認められず，「凸状地形」の頂部付近には，相対的に堅硬である安山岩（均質）
が周辺よりもやや優勢に分布していることから，「凸状地形」は，波蝕台形成時における岩盤上面の起伏を反映した局所的なものと推定される。

海岸部地形図
（ヘリレーザ計測により作成。コンター間隔20cm。露岩域の岩種分布を着色）

拡大図１

拡大図２

拡大図２

拡大図１

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

1

2 2

1

1

1

1

1

1

1

写真②
（次頁）

写真①
（次頁）
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6.2.1 検討１：S-2・S-6付近の地形等に関する検討 －「凸状地形」の成因の考察－
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写真②

←SW NE→

写真①

←W（海側） E（山側）→

約２ｍ
約１ｍ

安山岩（均質）

安山岩（角礫質）安山岩（均質）

安山岩（角礫質）

【安山岩（均質）と安山岩（角礫質）の硬軟の差による段差の例】
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6.2.2 検討２：No.2トレンチの層理面等の傾斜に関する検討



6.2.2 検討２：No.2トレンチの層理面等の傾斜に関する検討 －概要－

○ 有識者会合は，下表(1)，(2)のことから，No.2トレンチのMⅠ段丘堆積物が山側（東側）に傾斜すると評価している。
○ これらの評価に対して，下表右に示すデータ拡充及び検討を行った。
○ 検討の結果，MIS5eの海成堆積物中の層理面等が山側に向かって一様に傾斜する傾向は認められないことを確認した。

北面西側
拡大写真範囲

北面中央
拡大写真範囲

北面東側
拡大写真範囲

有識者会合以降のデータ拡充 検討内容

• シュミットネットによる定量的
な観察

No.2トレンチ南北両面の層理の傾向を定量的に確認し，層理が
山側に傾く傾向がみられるかを確認する（P.413）。

• 礫の長軸角度分布解析 有識者会合が礫の長軸の東傾斜を指摘した箇所以外も含め，ト
レンチ全体において礫の長軸の角度分布解析を実施し，礫の長
軸が山側に傾く傾向がみられるかを確認する（P.414～416）。

412

No.2トレンチスケッチ 展開図
（有識者が示した層理，礫質部の上面を加筆）

拡大写真

有識者会合の評価

(1) • 南北両面において、岩盤上位のMⅠ段丘堆積物最下部に位置する礫質部の上面が、全体
として山側（東側）が低くなっている（左上図の黄色矢印）。No.2トレンチではMⅠ段丘堆積
物全体が同様に山側が低くなる傾向があり、特に北面においては、MⅠ段丘堆積物中で上
記礫質部の数10cm上位に認められる“主に径5cm以下の礫からなる層理” と、その上位の
径10cm以下の礫からなる層理において、その傾向が明瞭に確認できる（左上図の緑色・青
色矢印）。

(2) • MⅠ段丘堆積物中の礫等の長軸の角度分布も、北面中央、北面西側及び北面東側の全て
の場所において、山側（東側）に緩く傾斜する（右上図）。

第788回審査会合 資料1
P.338 再掲


	5.3.2(1)S-1上載地層法_r1
	5.3.3(1)S-2・S-6上載地層法_r1
	5.3.4(1)S-4上載地層法_r2
	5.4(1).S-1～K-14活動性評価まとめ_r4

